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タカラその1

　北総台地の東側に位置し、面積は県内町村の中で2番目の広さを誇る多古町。6～7000年
前には陸地に海水が入り込み、低地のほとんどが海底にあったといいます。水が引いて地盤
の上昇とともに陸地が現れ、古代には大型の古墳が造られ、弥生時代には米作りが始まりま
した。多古町のタカラは、「多古米」と「山城・御城印」です。

● 道の駅 ●●●

多古町
ふるさと納税の返

礼品に

なっています！

ふるさと納税制
度を利用して

多古町に寄付す
ると、返礼品

として多古米を
受け取れます。

時：9:00 ～ 18:00

　多古米をはじめ、多古米を使った
お土産などを購入することができます。
そのほか、やまと芋や元気豚、旬の
新鮮野菜や特産品が充実しています。

　多古の特産品を使った「おふくろの
味」が楽しめるレストランです。展望
ラウンジからは四季折々の花で彩られ
る栗山川と田園風景を見渡せます。
時：平日 10:00～16:00
　　土日祝日　3/30 ～ 10/6（夏季のみ）
　　　　　　　10:00 ～ 17:00
　　　　　　　上記（3/30 ～10/6）以外
　　　　　　　10:00 ～ 16:00

　　　食事提供時間　
　　　平日 11:00 ～ 14:30
　　　土日祝 10:00 ～ 15:00

道の駅 多古 あじさい館では、
多古米を使ったお土産や食事メニューが充実！
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米

ふれあい市場

キッチンTAKO

多古米、元気豚、やまと
芋など、特産品を満喫で
きる一番人気のメニュー。多古米の米粉を使用したワッフル。

あじさい御膳

タコメコワッフル
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タカラその2

千葉の タカラ

発見！ 多古町が誇るブランド米「多古米」
と、歴史を感じる「山城・御城印」

イベントイベント

開催中！
多古町多古町15城15城
お城めぐりができるお城めぐりができる
デジタルスタンプラリーデジタルスタンプラリー
　多古町では、スマホがあれば誰でも参加できるデジタルスタンプ
ラリーを開催しています。15城のスタンプをコンプリートすると、
山城ガールむつみさんによるオリジナルデザインのノベルティ缶
バッチがもらえます。ノベルティ以外にも、１万円分の商品券や御
城印帳などが当たるWチャンスプレゼントもありますのでぜひご
参加ください。

多古町

●お問い合わせ先
　多古町　多古町役場　
　　　　　0479-76-2611( 代表 )

歴
史
ロ
マ
ン
を
感
じ
る　

山
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と
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印

▶

御城印と御城印帳
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令和６年７月20日（土）～令和７年２月28日（金）
開催期間

無料
参加費用

スマートフォンアプリ「SpotTour」をダウンロー
ドし、ツアーコード「13353」で検索してくだ
さい。デジタルスタンプは現地で当該スポット
の範囲に入ると自動的に取得できます。アプリ
内では、フォトブックや動画などのコンテンツ
も楽しめます。

※詳細は多古城郭保存活用会のホームページを
ご確認ください。

参加方法

多古城郭保存活用会

◀

並木城跡

◀

◀多古城空堀跡
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１　早めのご予約がお得！早割りキャンペーン!! 
月曜～木曜日限定（祝前日を除く）で１人１泊ごとに下記金
額が宿泊料から割引となります。

名　称 対象期間
（ご利用月を含めた月数）

大人割引額

早割り５ 6カ月前から5カ月前のご予約 1,000円

早割り３ 4カ月前から3カ月前のご予約 500円

２　60歳以上の方が一緒でお得！シルバー割引!! 
日曜～金曜日限定（祝前日を除く）で60歳以上の方が宿泊さ
れる場合、シルバー割引としてグループ全員の大人の宿泊料
から500円割引となります。

３　日曜日の宿泊がお得！
　　学校行事振替休日キャンペーン! 

日曜日（祝前日を除く）にご宿泊のお子様（小学生以下）の
宿泊料が無料!!

さらに 上記の割引との併用が可能な平日連泊でのご利用が
おすすめです！

平日での３泊以上の宿泊の場合、上記の割引に加え宿泊料金
から10%割引いたします。
※祝前日を除く平日が対象となります。

那須の森ヴィレッジのお得な割引特典

那須高原は紅葉の見所が満載！那須高原は紅葉の見所が満載！
那須の森ヴィレッジで秋を満喫しませんか？那須の森ヴィレッジで秋を満喫しませんか？

日曜～木曜日での連泊がお得！平日連泊割引！

今年度の開設期間は11月24日（日）のご宿泊までとなり、以降は冬期閉鎖期間となります。今年度の開設期間は11月24日（日）のご宿泊までとなり、以降は冬期閉鎖期間となります。
まだ空室のある日もございますので、ぜひご利用ください。まだ空室のある日もございますので、ぜひご利用ください。

追加料理「那須高原和牛すき焼き・しゃぶしゃぶ」
２人前～（１人前4,840 円）。当日17時まで追加注文を承
ります。ご夕食に美味しいお肉を＋αで贅沢気分を演出♪

〈和食〉〈和食〉 〈洋食〉〈洋食〉

〈特選料理〉〈特選料理〉

1泊２食付　10,700円～

季節の和会席プラン

季節の特選料理プラン
厳選した豪華食材を使用したワンランク上の季節特選料理！

1泊２食付　7,200円～
旬の食材と地のものにこだわった季節感あふれる和食会席！

洋食プラン 1泊２食付　8,900円～
メインのお肉とお魚の両方が味わえる、洋食フルコース料理！

お肉を味わうプラン等
1泊２食付 7,200円～焼肉プラン
ボリュームたっぷり定番の焼肉です！

各種プラン等のご案内 色々なお得プラン ※ホームページでも詳細をご紹介しております。

直営施設助成金の特別加算（2,000円）で直営施設助成金の特別加算（2,000円）で
お得にご利用いただけるチャンスです！お得にご利用いただけるチャンスです！

※写真はイメージです。

※掲載料金は、県互助会を含む助成金及び特別加算（2,000円）控除後の金額と
なります。

※１泊２食、消費税、奉仕料、入湯税を含みます。
※繁忙期は、1,210円が加算されます。
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送 迎 車 の ご 案 内

テニス（１面）やフットサル（全面）などにご利用いた
だけます。テニスラケットやテニスボール、サッカーボー
ルやビブスなども無料でご利用いただけます。
※２時間（混雑時は１時間）のご利用とさせていただきます。

令和６年度も、平日ご連泊者（２泊以
上）※さま限定で「多目的運動場」の
無料開放サービス（先着受付順）を
実施します！ご予約時にお申し付け
ください。

かも・なすＷキャンペーンにつきましては、37頁「黒潮荘つうしん」をご参照ください。

ご利用日 受付開始日

令和7年 4月5日～4月30日 令和6年11月1日（金）9時～

　〃　　5月1日～5月31日 　  〃　12月1日（日）9時～

　〃　　6月1日～6月30日 令和7年  1月1日（水）9時～

　〃　　7月1日～7月11日 　  〃　  2月1日（土）9時～

　〃　　7月12日～8月31日
夏期期間ははがき抽選となります。（共済だより１月号折込）

キャンセル待ちの電話受付は3月1日（土）9時～

　〃　　9月1日～9月30日 　  〃　  4月1日（火）9時～

　〃　 10月1日～10月31日 　  〃　  5月1日（木）9時～

　〃　 11月1日～11月25日 　  〃　  6月1日（日）9時～

令和７年度那須の森ヴィレッジの予約受付を下記のとおり承ります。

5月13日（火）・14日(水) 6月10日(火)・11日(水) 9月2日(火)・3日(水)・4日(木)●開設期間中の施設点検日（休館日）

　令和７年度の那須の森ヴィ
レッジは、４月５日（土）か
らオープンいたします。
　お電話またはインターネッ
トでもご予約いただけますの
で、受付開始日をご確認のう
えお早めにご予約くださいま
すようお願い申し上げます。
　皆さまのご利用を、スタッ
フ一同心よりお待ち申し上げ
ております。

JR那須塩原駅から無料送迎車（予約制）をご利用いただけます。
※感染症等予防対策のため、乗車人数を制限させていただく場合がござ
います。電話での宿泊お申し込みの際に、あわせて送迎車の予約も承
りますのでお申し出ください（定期運行は行っておりません）。

●運行時間
JR 那須塩原駅西口ロータリー発車時刻　午後2時45分

那須の森ヴィレッジ正面玄関前発車時刻　午前10時20分

秋の那須高原も魅力がいっぱい！
那須ロープウェイや体験型プログラムのアクティビティ
等が当組合の「遊園施設利用助成金」の対象となってい
ます。ぜひご利用ください！

那須ロープウェイ茶臼岳（姥ヶ平）

〒325-0303　栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637

詳しくは、お電話またはホームページをご覧ください。詳しくは、お電話またはホームページをご覧ください。
 那須の森ヴィレッジ 検索 ⬅〒325-0303　栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637

直営施設利用券のご案内
直営施設利用券は、2親等の方までご利用いただけます。使用の際は、チェックイン時に

必ず組合員証または被扶養者証、ご加入の健康保険証をご提示ください。

那須の森ヴィレッジ（直通）
TEL 	0287（78）1636

お問い合わせ・
お申し込み ※平日・休日とも午前９時から

　午後５時までのご案内となります。

詳しくは
こちらから
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　共済組合では、組合員とその家族のスポーツを通じた健康づくりと 余暇の活用のため、「親子スキー教室」を開催します。

　開催場所について、初級者から中級者以上の方まで気軽に楽しめる 軽井沢プリンスホテルスキー場で開催することとなりました。

未経験の方でも無理なくレッスンを受けていただけますので、この機 会にぜひお申し込みください。

※今年度は、団体レッスンにて開催いたします。

開催期日（２泊３日） スキー場 宿泊施設

日程１
令和７年２月21日（金）～

２月23日（日） 軽井沢
プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL 0267（42）1111

日程２
令和７年２月28日（金）～

３月２日（日）

1募集人数

各日程40名ずつ（最少催行人数：32名ずつ）

2参加資格及び参加者負担金

（１）	参加資格

組合員とその家族（小学生以上）

（２）参加者負担金

大人（中学生以上）	･･････････････18,000円

小人（小学生）	･･････････････････15,000円

＊�宿泊（２泊）・食事（２朝食・１夕食）・２日間（土
曜日・日曜日）のリフト代・レッスン料を含む。

3その他

（１）	交通費は各自負担になります。

（ＪＲ軽井沢駅～軽井沢プリンスホテル間は、

送迎車又は巡回バスをご利用ください）

（２）	当選後の参加人数の変更は対応できない場合

がありますので、予めご了承ください。

（３）	レンタルスキー・レンタルウェアがご利用い

ただけます（有料）。

（４）教室は、家族全員参加していただきます。

※�小学生未満、高齢者で教室に参加されない
方がいる申し込みはご遠慮ください。

（５）	参加の権利を他の方に譲渡することはできま

せんので、ご了承ください。

（６）	部屋タイプは、原則としてコテージになりま

すが、申込人数により、ホテル内ツインルーム

対応になる場合があります。

（７）	５名以上でお申し込みの場合、客室の宿泊定

員の関係上、２部屋以上に分かれてのご宿泊

となりますので、ご了承ください。

（８）	教室は、スキーのみとなりますので、スノーボード

等の参加はご遠慮ください。

（９）	軽井沢プリンスホテルの駐車場は有料となり

ます。１台／２泊で2,000円となりますので、

チェックアウト時にご精算ください。

～スキーを楽しみながら　家族で思い出を～

開催開催ののお知らせお知らせ
共 済 ス ポ ー ツ 教 室 の ご 案 内
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　共済組合では、組合員とその家族のスポーツを通じた健康づくりと 余暇の活用のため、「親子スキー教室」を開催します。

　開催場所について、初級者から中級者以上の方まで気軽に楽しめる 軽井沢プリンスホテルスキー場で開催することとなりました。

未経験の方でも無理なくレッスンを受けていただけますので、この機 会にぜひお申し込みください。

※今年度は、団体レッスンにて開催いたします。

お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通） 　TEL 043（248）1114

～スキーを楽しみながら　家族で思い出を～

「親子スキー教室」「親子スキー教室」

親子スキー教室日程

１日目（金）
【電車でお越しの場合の目安】　
東京駅を19：32発の新幹線で出発し、20：40頃に軽井沢駅に到着となります。

軽井沢駅からはホテルの送迎車（21：00出発予定）で送迎いたします。

２日目（土） スキースクール（親子スキー教室）開催（午前、午後あわせて４時間の予定）

３日目（日） 朝食・自由行動後、現地解散

現地集合・現地解散になります。

※当日は、交通機関や天候等の状況により日程等が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

申 込 方 法

【オンライン申込】
　10月以降に共済組合のホームページに掲載される親子スキー教室の

申込フォームから必要事項を入力し、申し込みをしてください。

申込期限は、令和６年10月31日（木）23時59分です。

※代表者を入れ替えての複数応募は、ご遠慮ください。

個人情報の利用目的
　お申し込みいただいた個人情報は、親子スキー教室運営における次の目的に利用します。

１.お申し込み確認と参加者名簿を作成するため

２.宿泊施設への利用登録のため

３.その他教室の運営を円滑にするため

ちば共済だより　2024.10　No.5787



地
区
別
共
済
制
度（
医
療
）研
修
会

地
区
別
共
済
制
度（
医
療
）研
修
会
がが
開
催
開
催
さ
れ
ま
し
た

さ
れ
ま
し
た

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
か
ら
み
え
た
日
本
の
医
療

　

令
和
６
年
７
月
９
日
、
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
に
お
い
て
代
議
員
お

よ
び
共
済
事
務
担
当
者
の
方
々
を
対
象
に
「
地
区
別
共
済
制
度
（
医
療
）

研
修
会
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
研
修
会
の
内
容
を
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。

日本経済新聞
編集委員

大林　尚

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
英
独
か
ら
み
え
た
も
の

　

私
は
、
２
０
２
３
年
９
月
に
ベ
ル
リ
ン
と
ロ
ン
ド

ン
に
行
き
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ

ツ
の
医
療
制
度
に
つ
い
て
取
材
を
し
ま
し
た
。
図
１

は
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
３
カ
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
ド

イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
）
の
病
床
数
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
医
師
数
、

看
護
師
数
の
比
較
で
す
。
や
は
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
３

カ
国
で
は
医
療
の
密
度
に
差
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の

特
徴
は
病
床
数
が
と
て
も
多
い
こ
と
、
医
師
の
数
が

少
な
い
こ
と
で
す
。
日
本
は
こ
れ
だ
け
病
床
数
が
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

（
以
下
コ
ロ
ナ
）
感
染
拡
大
期
に
重
症
患
者
の
治
療
を

引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

発
熱
時
に
診
療
所
等
に
行
っ
て
も
受
け
入
れ
て
も
ら

え
ず
門
前
払
い
を
食
わ
さ
れ
た
と
い
う
報
道
も
あ
り

ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
か
に
つ

い
て
も
、
後
ほ
ど
説
明
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

日
本
の
健
康
保
険
制
度
は
、
明
治
時
代
か
ら
大
正

時
代
に
か
け
て
ド
イ
ツ
か
ら
輸
入
し
た
も
の
で
あ
り
、

現
在
も
日
独
の
健
康
保
険
制
度
は
似
て
い
ま
す
。
国

民
皆
保
険
制
度
で
は
、
保
険
証
が
あ
れ
ば
、
ど
の
医

療
機
関
で
も
か
か
る
こ
と
が
で
き
、
今
年
の
12
月
か

ら
は
保
険
証
が
廃
止
さ
れ
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
一
本
化
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
療
や
健
康

に
関
す
る
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
起
点
に
ど
の
医
療
機
関
で
も
医
療
情
報
を

呼
び
出
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
医
療
Ｄ
Ｘ
を
さ
ら

に
加
速
さ
せ
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
を
中
心
に
取
組

み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
実
は
コ
ロ
ナ
禍

を
通
じ
て
日
本
は
医
療
Ｄ
Ｘ
が
非
常
に
遅
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
欧
米
だ
け
で
な
く
、

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
国
に
比
べ
て
も
、
日
本
の
医

療
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
遅
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
と
っ
て
も
、
日
本
は

コ
ロ
ナ
禍
で
よ
う
や
く
解
禁
さ
れ
ま
し
た
。
実
は
ド

イ
ツ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
は
医
療
の
デ
ジ
タ
ル

化
が
と
て
も
遅
れ
て
い
ま
し
た
。
理
由
を
ド
イ
ツ
の

医
療
Ｄ
Ｘ
の
司
令
塔
の
役
割
を
果
た
す
ゲ
マ
テ
ィ
ー

ク
の
幹
部
の
方
に
取
材
し
た
と
こ
ろ
、
国
民
の
医
療

水
準
に
対
す
る
満
足
度
が
高
い
ゆ
え
に
、
デ
ジ
タ
ル

化
を
推
進
す
る
必
要
性
が
高
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
現
在
Ｅ
Ｕ
で
進
め
ら
れ
て
い
る

ヘ
ル
ス
・
デ
ー
タ
ス
ペ
ー
ス
構
想
に
よ
り
、
ド
イ
ツ

の
デ
ジ
タ
ル
化
も
こ
れ
か
ら
加
速
せ
ざ
る
を
え
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
27
カ
国
・
約
５

億
人
の
医
療
や
健
康
デ
ー
タ
を
す
べ
て
共
通
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
し
、
ど
こ
の
国
で
も
引
き
出
せ

る
よ
う
に
す
る
壮
大
な
実
験
で
す
。
医
療
Ｄ
Ｘ
が
遅

れ
て
い
る
ド
イ
ツ
も
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
Ｅ
Ｕ
の

基
準
に
合
わ
せ
て
い
く
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
余

談
で
す
が
、
日
本
も
Ｅ
Ｕ
に
入
れ
て
も
ら
え
ば
医
療

Ｄ
Ｘ
が
進
む
の
で
は
…
…
な
ん
て
こ
と
も
考
え
て
し

ま
い
ま
す
。

　

次
に
イ
ギ
リ
ス
の
話
を
す
る
と
、
世
界
で
初
め
て
コ

ロ
ナ
の
ワ
ク
チ
ン
を
打
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
す
。
コ

ロ
ナ
の
流
行
直
後
、
イ
ギ
リ
ス
は
ワ
ク
チ
ン
開
発
に
血

眼
に
な
り
、
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
と
共
同
で
開
発
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
で

接
種
さ
れ
た
の
は
主
に
ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
イ
ザ
ー
製

や
モ
デ
ル
ナ
製
で
、
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
製
は
基
本
的

に
接
種
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
ワ
ク
チ
ン
の
デ
マ
、
と
い
っ
た
ら
少
し
言
葉

が
強
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、〝
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ

製
の
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
と
血
栓
症
に
な
る
〟
と
い
う
副

反
応
が
過
大
に
日
本
で
報
じ
ら
れ
た
こ
と
が
要
因
と
い

え
ま
す
。

　

実
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
製
の
ワ

ク
チ
ン
を
打
っ
た
人
の
中
か
ら
ご
く
一
部
に
血
栓
症

を
発
症
し
た
人
が
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
打
つ
人

の
基
礎
疾
患
等
の
状
態
に
よ
っ
て
は
、
ア
ス
ト
ラ
ゼ

ネ
カ
製
の
ワ
ク
チ
ン
は
危
険
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も

な
い
事
実
で
す
が
、
確
率
論
に
す
ぎ
ず
、
他
の
ワ
ク

チ
ン
に
お
い
て
も
副
反
応
が
全
く
出
な
い
と
い
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
日
本
で
は
、
ア
ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ
製
の
ワ
ク
チ
ン
の
血
栓
症
リ
ス
ク
だ
け
が
過

大
に
報
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
そ
の
よ
う
な

報
道
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
厚
生
労
働
省
や
感
染
症

の
専
門
家
が
、
そ
の
リ
ス
ク
は
極
め
て
低
い
と
い
う

こ
と
を
説
明
す
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
で
す
が
、

日
本
政
府
は
そ
の
役
割
を
放
棄
し
て
、
最
初
か
ら
ア

ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
製
の
ワ
ク
チ
ン
の
在
庫
を
抱
え
、
希

望
す
る
国
に
無
償
で
提
供
し
た
り
、
最
終
的
に
は
廃

棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
本
当
に
根
拠

あ
る
対
応
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
私
は
検
証
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ワ
ク
チ
ン
の
デ
マ
は
今
に
始
ま
っ
た
話
で
は
な
く
、

18
～
19
世
紀
に
「
天
然
痘
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る

と
牛
に
な
る
」
と
い
う
デ
マ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広

が
っ
た
そ
う
で
す
。
や
は
り
未
知
の
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
デ
マ
が
広
が
り
や
す
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、

21
世
紀
の
現
代
に
は
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
判
断

を
し
な
い
と
、
感
染
症
予
防
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な

い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
打
ち
手
に
つ
い
て
、
日

本
は
医
師
、
看
護
師
、
歯
科
医
師
な
ど
の
医
療
従
事

者
が
打
っ
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

医
師
や
看
護
師
に
加
え
て
、
薬
剤
師
や
医
学
生
、
さ

ら
に
は
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
も
接
種
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
と
に
か
く
ワ
ク
チ
ン
を
行
き
渡
ら
せ
る

た
め
に
は
、
な
り
ふ
り
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た

状
況
で
す
。
優
先
順
位
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
本

人
が
基
礎
疾
患
を
自
己
申
告
す
る
人
に
優
先
接
種
を

し
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
カ
ル
テ
を
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ヘ
ル
ス
サ
ー
ビ
ス
で
管
理
し
て
お
り
、
医
療
機

関
か
ら
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
促
す
連
絡
が
優
先
接
種
の

対
象
者
の
ス
マ
ホ
に
届
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

必
要
と
し
て
い
る
人
に
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
さ
せ
る
に

は
、
や
は
り
医
療
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
重
要
と
い
え
ま

す
。

コ
ロ
ナ
が
あ
ぶ
り
出
し
た
医
療
の
ウ
ラ
側

　

２
０
２
０
年
の
10
月
、『
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
・
民
間

（図１）病床・医師・看護師数の比較

（出所：	森井大一・日本総研主）

令
和
６
年
度
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臨
時
調
査
会 

調
査
・
検
証
報
告
書
』
と
い
う
本
が
出

版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
民
間
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が

コ
ロ
ナ
流
行
後
最
初
の
６
カ
月
間
に
、
政
府
関
係
者
・

地
方
自
治
体
の
関
係
者
・
都
道
府
県
知
事
、
あ
る
い

は
医
療
関
係
者
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
し
た
結
果
を

ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
中
で
「
泥
縄
だ
け
ど
結

果
オ
ー
ラ
イ
」
と
い
う
セ
リ
フ
が
登
場
し
ま
す
。
こ

れ
は
、
当
時
の
安
倍
総
理
の
側
近
が
答
え
た
セ
リ
フ

で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
日
本
で
は
マ

ス
ク
や
三
密
回
避
な
ど
、
科
学
的
根
拠
が
不
明
な
こ

と
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
欧
米

に
比
べ
て
日
本
で
は
人
口
当
た
り
の
感
染
者
が
は
る

か
に
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

一
方
で
医
療
Ｄ
Ｘ
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

２
０
２
０
年
８
月
当
時
、
発
表
さ
れ
た
診
療
報
酬
で

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
初
診
料
・
再
診
料
は
、
対

面
診
療
よ
り
も
安
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
医
師

が
も
う
か
ら
な
い
設
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
、
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
２
カ
月
後
に
や
っ
と
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
を
解
禁
し

ま
し
た
。
精
神
科

に
関
し
て
は
オ
ン

ラ
イ
ン
で
も
対
面

で
も
効
果
に
は
遜

色
な
い
こ
と
が
証

明
さ
れ
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
触

診
な
ど
対
面
で
し

か
で
き
な
い
診
療

を
除
け
ば
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
行
え
る

に
こ
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
医

療
Ｄ
Ｘ
の
第
一
歩

と
し
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
は
不
可

欠
だ
と
思
い
ま

す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
を
通

し
て
私
が
た
い
へ
ん
問
題
だ
と
考
え
て
い
る
の
が
幽

霊
病
床
で
す
。
コ
ロ
ナ
流
行
中
に
Ｉ
Ｃ
Ｕ
が
空
い
て

い
な
い
か
ら
重
症
化
し
て
も
診
て
も
ら
え
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
日
本
で
は
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
私
は
お

か
し
い
と
考
え
、
病
床
確
保
料
の
概
要
を
確
認
し
て

み
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
を
空
床
に
し
て
お
く
と
１
日
で
43

万
６
０
０
０
円
の
補
助
金
が
入
る
し
く
み
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
は
、
こ
の
よ
う
な
補
助
金

を
病
院
に
ば
ら
ま
い
て
い
た
の
で
す
。
空
床
に
し
て

お
い
た
方
が
も
う
か
る
と
い
う
の
は
変
な
話
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
患
者
が
運
ば
れ
て
く
れ
ば
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
患

者
を
治
療
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
に

は
ご
く
一
部
、
こ
の
補
助
金
を
受
け
取
り
続
け
て
い

る
病
院
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
空
床
に
し
て
お

け
ば
約
43
万
円
入
っ
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
患
者
を

受
け
入
れ
る
よ
り
も
補
助
金
を
も
ら
っ
た
方
が
良
い

と
考
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
病
院
は
も
ち
ろ
ん
正
し
く
な
い
こ
と
を
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
補
助
金
を
設
け
た
厚
生
労

働
省
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例

え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
誌
は

コ
ロ
ナ
禍
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
病
床
の
空
き
状
況
を
確

認
で
き
る
地
図
を
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
公
開
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
補
助
金

も
必
要
な
か
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
も
し
重
症

化
し
た
ら
ど
こ
に
行
け
ば
良
い
か
が
誰
に
で
も
わ
か

る
、
こ
れ
も
医
療
Ｄ
Ｘ
の
基
本
で
す
。

医
療
Ｄ
Ｘ
で
進
む
医
師
の
働
き
方
改
革

　

次
に
、
Ｄ
ｔ
ｏ
Ｄ 

（D
o
cto

r to
 D

o
cto

r

）
に
お

け
る
デ
ジ
タ
ル
診
療
と
働
き
方
改
革
も
医
療
Ｄ
Ｘ
の

一
つ
で
す
。
私
は
２
０
２
１
年
の
コ
ロ
ナ
禍
に
長
崎

の
五
島
列
島
福
江
島
の
五
島
中
央
病
院
を
取
材
し
ま

し
た
。
五
島
中
央
病
院
で
は
、
約
１
０
０
㎞
離
れ
た

長
崎
市
の
長
崎
大
学
附
属
病
院
に
、
患
者
さ
ん
の
胃

の
腫
瘍
画
像
を
送
り
診
察
し
て
し
ま
す
。
五
島
中
央

病
院
に
は
、
胃
の
腫
瘍
の
専
門
医
が
い
な
い
た
め
２

週
間
に
１
回
医
師
が
出
張
し
て
診
察
し
て
い
ま
し
た

が
、
５
Ｇ
回
線
で
病
院
同
士
を
つ
な
ぎ
、
４
Ｋ
画
像

を
共
有
す
る
こ
と
で
、
リ
モ
ー
ト
で
も
患
者
さ
ん
が

目
の
前
に
い
る
か
の
よ
う
な
鮮
明
さ
で
診
察
で
き
た

と
い
う
事
例
で
す
。
専
門
医
は
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
、

福
岡
、
札
幌
な
ど
の
大
都
市
に
集
中
し
て
い
ま
す
が
、

離
島
や
過
疎
地
に
は
本
当
に
専
門
医
が
少
な
い
と
い

う
現
状
が
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
が
全
国
に
行
き
渡
れ
ば
、
過
疎
地
の
医
療
格
差

は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
こ
う
い
う
こ

と
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
本
領
で
す
。

　

さ
て
、
今
年
の
４
月
か
ら
、
医
師
の
働
き
方
改
革

が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
勤
務
医
の
年
間
の

残
業
時
間
は
最
大
９
６
０
時
間
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
や
は
り
外
科
や
救
急
外
来
な
ど
で
は
い
つ
患
者

が
運
ば
れ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
か
ら
、
常
に
残

業
の
可
能
性
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
そ
の
状
況
で
残
業

時
間
を
月
80
時
間
・
年
間
９
６
０
時
間
に
ま
で
制
限

さ
れ
る
と
、
働
き
方
改
革
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
２

０
２
３
年
12
月
に
取
材
し
た
高
知
大
学
で
は
、
チ
ー

ム
医
療
で
医
師
の
負
担
を
減
ら
す
取
組
み
を
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
10
時
間
以
上
か
か
る
手
術
で
も
１
人

の
執
刀
医
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
担
当
し
て
い
ま
し
た

が
、
新
た
な
取
組
み
と
し
て
、
患
者
の
安
全
に
万
全
を

期
し
つ
つ
、
手
術
の
途
中
で
も
10
時
間
を
超
え
た
場
合

は
執
刀
医
を
交
代
す
る
な
ど
、
分
業
を
す
る
体
制
に
し

て
い
ま
す
。高
知
大
学
の
花
崎
病
院
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
た
と
こ
ろ
、
高
知
大
学
の
外
科
が
働
き
や
す
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
全
国
的
に
有
名
に
な
り
、
女
性
の
外

科
医
の
入
局
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
勤

務
が
過
酷
で
あ
る
こ
と
か
ら
女
性
医
師
で
外
科
医
は

あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
状
況
で
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
、
女
医
の
入
局
が
増
え
た
の
は
と
て
も
い

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
今
年
の
１
月
１
日
に
能
登
で
大
地
震

が
起
き
ま
し
た
。
私
は
３
月
初
旬
に
、
七
尾
市
に
あ

る
恵
寿
総
合
病
院
を
取
材
し
ま
し
た
。
恵
寿
総
合
病

院
で
は
、
震
度
５
強
と
い
う
地
震
で
か
な
り
の
被
害

が
出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
４
月
４
日
か
ら
通
常
通

り
外
来
診
療
を
再
開
し
ま
し
た
。
東
北
の
震
災
の
教

訓
か
ら
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（B

usiness C
o
ntinuity P

lan

）

を
用
意
し
て
い
た
こ
と
で
、
被
害
が
出
て
も
医
療
を

止
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
と
き
何
を
し
た
か
と
い

う
と
、
と
に
か
く
診
療
報
酬
だ
け
で
は
お
金
が
足
り

な
い
た
め
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
通
じ
て

病
院
の
機
能
修
復
の
た
め
に
寄
付
を
募
り
ま
し
た
。

目
標
額
１
０
０
０
万
円
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
終

的
に
２
５
０
０
人
が
寄
付
し
、
目
標
の
10
倍
で
あ
る

1
億
９
５
４
万
７
千
円
の
寄
付
が
集
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
も
私
は
デ
ジ
タ
ル
の
力
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
変
な
状
況
に
対
し
て
寄
附
を
し
よ
う
と
い

う
志
を
も
っ
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ

と
も
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
病
院
の
収
入
と
い
う
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
国
か
ら
の
診
療
報
酬
な
ど
公
的
な
お
金
が

中
心
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
民
間
の
お
金
を
活
か
し

て
い
く
時
代
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

次
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
備
え
る
に
は

検
証
が
重
要

　

最
後
に
、
検
証
の
話
で
締
め
く
く
り
ま
す
。
イ
ギ

リ
ス
で
は
議
会
の
超
党
派
グ
ル
ー
プ
が
政
府
の
コ
ロ

ナ
対
応
に
つ
い
て
の
検
証
報
告
書
を
発
出
し
て
い
ま

す
。
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
出
す
の
が
遅
れ
た
ボ
リ
ス
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
首
相
に
対
し
て
、「
イ
ギ
リ
ス
史
上
重
要

な
公
衆
衛
生
上
の
失
敗
だ
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で

す
。
私
は
本
当
に
立
派
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
１
０
０
年
前
に
日
本
で
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
流

行
っ
た
と
き
の
内
務
省
衛
生
局
の
ポ
ス
タ
ー
（
図
２
）

で
は
マ
ス
ク
で
の
予
防
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

未
知
の
感
染
症
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
に
は
マ
ス
ク
で
予
防

す
る
し
か
な
い
と
１
０
０
年
前
か
ら
同
じ
こ
と
を
し
て

い
ま
す
。
や
は
り
感
染
症
は
い
つ
、ど
う
い
う
形
で
我
々

を
再
度
襲
っ
て
く
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
今
後
１
０

０
年
た
っ
て
も
恐
ら
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
私
は

コ
ロ
ナ
の
検
証
記
録
を
つ
く
り
、
次
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

に
備
え
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で

イ
ギ
リ
ス

の
や
り
方

は
一
つ
の

参
考
に
な

る
と
思
い

ま
す
。

内務省衛生局著(1922.3)

（図２）「流行性感冒」
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メ
タ
ボ
は
自
覚
症
状
に
乏
し
く
症
状
が
出
た

と
き
に
は
か
な
り
進
行
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
毎
年
健
診
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
経
年

の
体
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
症
状

が
出
る
前
に
、
健
診
で
体
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
、
小
さ
な
変
化
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
メ
タ
ボ
の
予
防
・
改
善
は
初
期
で
あ

れ
ば
、
生
活
習
慣
の
改
善
が
最
も
効
果
的
で
す
。

健
診
を
受
け
て
早
期
発
見
し
、
生
活
習
慣
を
改

善
し
ま
し
ょ
う
。

※�

事
業
主
健
診
対
象
外
の
短
期
組
合
員
の
方
に
つ
き

ま
し
て
は
、
短
期
人
間
ド
ッ
ク
を
受
検
し
な
い
場

合
、
特
定
健
康
診
査
受
診
券
申
請
書
を
所
属
所
経

由
で
提
出
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
特
定
健
康
診

査
受
診
券
を
交
付
し
て
お
り
ま
す
。

　

共
済
組
合
で
は
特
定
健
康
診
査
実
施
計
画
に

基
づ
き
、
特
定
保
健
指
導
に
該
当
さ
れ
た
方
の

中
か
ら
選
定
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
積
極
的

に
利
用
し
、
健
康
な
体
を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

①
組
合
員

　

各
所
属
所
を
通
じ
て
選
定
さ
れ
た
方
に
お

知
ら
せ
を
し
、
当
組
合
が
委
託
す
る
専
門
業

者
に
よ
り
特
定
保
健
指
導
を
受
け
て
い
た
だ

き
ま
す
。

②
任
意
継
続
組
合
員
及
び
被
扶
養
者

　

当
組
合
か
ら
選
定
さ
れ
た
方
に
直
接
、
特

定
保
健
指
導
利
用
券
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

特
定
健
康
診
査
受
診
券
配
付
時
に
同
封
し
た

「
特
定
健
康
診
査
実
施
機
関
一
覧
」
の
中
の
特

定
保
健
指
導
を
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
で

受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
委
託
業
者

に
よ
る
個
別
訪
問
型
や
オ
ン
ラ
イ
ン
等
を
活

用
し
た
特
定
保
健
指
導
を
受
け
て
い
た
だ
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。

※�

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
か
か
る
費
用

は
無
料
で
す
。

　
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
は
、

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し

た
健
康
診
断
で
、
そ
の
発
見
と
予
防
に
よ

り
、
少
し
で
も
早
い
時
期
に
生
活
習
慣
病

の
発
症
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
す
。

お問い合わせ先 

　

 福祉課厚生係　  （直通）TEL 043（248）1114

　今年４月17日現在で被扶養者及び任意継続組合員の資格がある方につきましては、

６月中旬に配付いたしました。届いていない、紛失した、扶養認定が遅くなった、

年度途中で資格取得した方は申請が必要になりますので、被扶養者は組合員の勤務

先の共済事務担当課、任意継続組合員及びその被扶養者は共済組合へご連絡くださ

いますようお願いします。

　被扶養者については、組合員の勤務先の共済事務担当課を通して配付させていただ

いており、任意継続組合員及びその被扶養者については、ご自宅に郵送しております。

『特定健康診査受診券が届いていないのだけど？』

健
診
結
果
で
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
の
危
険
度
が
高
い
人
は
、

「
特
定
保
健
指
導
」
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

任
意
継
続
組
合
員
及
び
被
扶
養
者

の
方
（
※
）
に
は
、
令
和
６
年
度
分

の
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」
を

配
付
し
て
お
り
ま
す
が
、
健
診
は

受
け
ら
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？

メタボメタボををチェックチェックしましょうしましょう！！

特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
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特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
は
、
国

民
が
健
康
と
長
寿
を
確
保
し
つ
つ
、
医
療
費
の

適
正
化
に
資
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今

後
の
対
策
と
し
て
生
活
習
慣
病
を
中
心
と
し
た

疾
病
予
防
が
重
視
さ
れ
、『
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
り
そ
の
実
施
が
定
め

ら
れ
ま
し
た
。

　

共
済
組
合
で
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
６
年
間
の

第
４
期
実
施
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。
６
年
間
の
実
績
が
評
価
さ
れ
、
受

診
率
や
利
用
率
が
低
い
医
療
保
険
者
に
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
支
援
金
が
増
額
さ
れ

ま
す
。
こ
の
支
援
金
が
多
く
な
る
と
保
険
料
の

引
き
上
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

　

な
お
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導

の
年
度
ご
と
の
実
施
に
係
る
目
標
に
つ
い
て
は

下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

お問い合わせ先 

　

 福祉課厚生係　  （直通）TEL 043（248）1114

区　分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 国の参酌基準

組 合 員（％） 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 －

被扶養者（％） 56.4 60.9 65.5 70.1 74.7 79.3 －

組合員＋　　

被扶養者（％）
85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0

区　分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 国の参酌基準

40歳以上
対象者数(人)

39,964 39,964 39,964 39,964 39,964 39,964 －

特定保健指導
対象者数(人)

6,631 6,673 6,716 6,758 6,801 6,843 －

実 施 率（％） 35 40 45 50 55 60 60

実施者数（人） 2,321 2,669 3,022 3,379 3,740 4,106 －

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指

導
の
実
施
計
画
に
つ
い
て

でで特 健健 診診定定 康康 査査

● 特定健康診査の実施に係る目標

● 特定保健指導の実施に係る目標  組合員＋被扶養者
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貯 金 事 業 か ら の お 知 ら せ

　令和６年４月から令和６年９月までの利息を９月30日付けで、元金に

繰り入れましたのでお知らせします。　

　利息繰り入れ後の残高が預入れ限度額の3,000万円を超えた方は、必ず

超えた額の払戻し手続きを行ってください（限度額を超えた額には、利息

は付きません）。

　『貯金利息計算書（決算）』は、10月末に各所属所の共済事務担当課（任

意継続組合員の方はご本人宛て）に送付する予定です。

　『貯金利息計算書』の再発行はできませんので、大切に保管してください。

◆ 預入れ（任意継続組合員を除く）
▪定額積立は、給与（手取額）の範囲内で月１回です。

▪臨時積立は、期末勤勉手当（手取額）の範囲内で６月又は７月及び12月のそれぞれ月１回です。

▪預入れ限度額は、3,000万円です。

※ 限度額超過者は、所属所の共済事務担当課を経由し、該当組合員へ通知をしておりますので、超えた額に

ついてはすみやかに払戻し手続きを行ってください。

※定額積立者は、中断の手続きを行ってください。

◆ 払戻し
▪１回の払戻しにつき、複数の「貯金一部・解約払戻請求書」は受付できませんので、ご注意ください。

▪払戻日は、毎月28日（土・日・祝日の場合は直前の開庁日）（12月は最終開庁日の前営業日）です。

▪共済組合締切日は、払戻月の10日（12月は７日）（土・日・祝日の場合は直前の開庁日）です。

▪ 払戻日・共済組合締切日は、偶数月及び１月発行の『共済だより』でお知らせしていますので、確認をお

願いします。

※ 組合員の方は、提出期限を所属所の共済事務担当課にご確認のうえ、余裕をもって担当課に提出してくだ

さい。

※ 任意継続組合員の方は、払戻月の10日（12月は７日）（土・日・祝日の場合は直前の開庁日）までに共

済組合に必着です。

◆ 「貯金一部・解約払戻請求書」を作成する際の注意事項
◦請求金額の訂正・重ね書きはしないこと。

◦誤った所属所コード、組合員証番号及び貯金者番号を記入しないこと。

　組合員証や「貯金利息計算書（決算）」でご確認ください。

◦不鮮明であったり、欠けた印鑑での押印をしないこと。

◦鉛筆や消せるボールペンでの記入をしないこと。

◦任意継続組合員の方は、必ず届出印を押印すること。

「貯金利息計算書（決算）」「貯金利息計算書（決算）」をを送付送付しますします

《今年度の支払利率は年利1.9%です》
　本年10月以降も、引き続き年利1.9%となります。

　なお、預入れ・払戻し等は次のとおり決められていますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先 

　

　福祉課福祉係（直通）　TEL 043（248）1113
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　租税特別措置法の規定により特別控除を受けるための「住宅取得資金に係る借入金の年末
残高等証明書」（以下「年末残高証明書」）を発行しますので、確定申告及び年末調整手続きの

際にお使いください。

お問い合わせ先 

　

　福祉課福祉係（直通）　TEL 043（248）1113

　当組合の住宅貸付を利用し、住宅を新築、購入、または増
改築した方で、残高があり、借入から完済までの期間が10年
以上である方
①�平成27年１月から令和５年12月までに貸付を受けた方
「年末残高証明書」（予定額）を令和６年10月下旬～11月上
旬にお勤め先の共済事務担当課へ送付しますので、年末調
整にご利用ください。（既に特別控除の確定申告を行ってい
る方の手続用）

②�令和６年１月から令和６年12月までに貸付を受けた方
「年末残高証明書」を令和７年１月中にお勤め先の共済事務
担当課へ送付しますので、確定申告にご利用ください。（初
めて特別控除を受ける方の手続用）

①平成26年12月以前に貸付を受けた方
※�上記該当者で特別控除に該当している方はお手数ですが、お
勤め先の共済事務担当課を通じて発行依頼をしてください。

�②�繰上償還などにより、貸付期間が10年未満となった方

◦ 令和６年11月または12月に一部繰上償還を行う方は、年末
残高（予定額）が変わりますので、一部繰上償還後にお勤
め先の共済事務担当課を通じて再発行依頼をしてください。
なお、全額償還をされた場合、減税対象とならないため年末
残高証明書は破棄してください。

◦ 住宅取得等特別控除を受けるには、一定の要件が必要とな
り、年末残高証明書が発行されていても特別控除に該当し
ない場合がございますので、詳細については最寄りの税務
署にお問い合わせください。

◦ 所得税額から控除しきれなかった特別控除額（特定増改築
等に係るものを除く）は、翌年度分の個人住民税から控除
できる場合がありますので、詳しくは、お住まいの市区町
村にお問い合わせください。

年末残高証明書を発行する方 その他注意事項等

年末残高証明書を発行しない方

種　別 入 学 貸 付 修 学 貸 付

貸 付 の 理 由

組合員またはその被扶養者（被扶養者でない組合員の子を
含む）が高等学校、中等教育学校（後期課程に限る）、大
学もしくは高等専門学校または専修学校もしくは各種学校
に入学する場合

組合員またはその被扶養者（被扶養者でない組合員の子を含む）
が高等学校、中等教育学校（後期課程に限る）、大学もしくは高等
専門学校または専修学校もしくは各種学校に修学する（している）
場合

借受人の資格 現に組合員である者 現に組合員である者

貸 付 限 度 額 給料月額の６月分（最高200万円）

修業年限１年につき180万円
ただし、４月以降に当該年度分の貸付申込をする場合は、貸付実行
月から翌年３月までの月数に15万円を乗じた額が限度となります。

貸付金の単位 ５万円 10万円
償 還 期 間 120月以内　据置期間最高６年以内 150月以内　据置期間最高６年以内
貸 付 利 率 年1.26% 年1.26%

必要添付書類

①入学許可書（写）または合格通知書（写）
②�入学案内書（写）（入学金、当該年度の授業料及び納入期日
等が確認できるもの）もしくは不動産の賃貸契約書（写）

③�被扶養者でない子の場合は、借受人との続柄を証する書
類（戸籍謄本等）

①在学証明書（入学前の場合は、入学貸付に定める書類）　
②�当該年度（当該年度分の通知が未着の場合は前年度分で可）の
授業料及び納入期日等が確認できるものもしくは不動産の賃貸
契約書（写）

③�被扶養者でない子の場合は、借受人との続柄を証する書類（戸
籍謄本等）

入学・修学貸付をご活用ください

例 10月28日貸付金送金の場合は、６月(10月~３月までの月数)
　　×15万円=90万円

※１��貸付対象となる学校については、学校教育法に規定される学校のうち、上記
学校であることが要件となりますのでご留意ください。

※２�修業年限を超えての貸付はできませんのでご了承ください。
※３�貸付利率は変動する場合があります。

※４�必要に応じてその他確認書類の提出を求めることがあります。
※５��会計年度任用職員等の任期の定めがある組合員の方については、利用に制

限がありますので、ご留意ください。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行について

　共済組合には、組合員や被扶養者（被扶養者でない子を含む）の学業支援のための貸付として、入学・修学
貸付がありますので、ご活用ください。
　なお、令和７年度分授業料等に係る入学貸付については随時、修学貸付については12月（１月28日送金分）
から申し込みができますので、お勤め先の共済事務担当課を通して当組合へ行ってくださるようお願いします。
　また、貸付金送金日以前に支払済みまたは既に支払期限が到来している費用については貸付できませんの
で、ご注意ください（事前に締切日や詳細等をお勤め先の共済事務担当課にご確認ください）。

　住宅借入金等特別控除に関する詳細については、最

寄りの税務署にお問い合わせください。また、国税庁

のホームページをご覧ください。
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退職等年金給付の掛金は標準報酬月額や標準期末手当等の額に掛金率を乗じて算出されます。

掛金率（組合員負担）……�0.75%　　負担金率（地方公共団体負担）……�0.75％

退職等年金給付に係る
掛金率と負担金率
※令和６年10月現在の率

組合員期間（年金積立期間） 年 金 受 給 中

積立終了
（退職等）

▲
1カ月目

▲
2カ月目

▲
3カ月目

▲
4カ月目

●毎月の付与額と利子を積み立てる  

●利子は基準利率を適用（国債の利回り等に連動）

●運用益を活用できるが、運用の悪化やインフレに
　よる資産価値の減少などマイナスの影響を受ける
　こともある

  毎月の付与額
（標準報酬×付与率）

積立終了時の
給付算定
基礎額残高

給付算定基礎額

受給待機期間受給待機期間

積立終了時の給付算定基礎額残高
に対する利子も積み立て

20年
または10年の有期年金
か一時金を選択

毎月、積み立てます

●原則65歳から支給

●有期年金の支給期間は20年または10年
  （一時金選択も可）

●年金原価率の変動に
　伴い年金額も変動

※60～75歳で受給開始年齢を
　選択可

支給開始（原則65歳※）

有期年金

１年目
２年目

３年目

終身年金

有期年金

終身年金

有期年金

終身年金

終身で
年金支給

積立時と受給時のイメージ

＊公務障害年金・公務遺族年金は別の計算式に基づき支給されます。

　共済組合が組合員等に独自に支給する年金※1で、退職し
たとき（退職年金）、公務傷病により障害の状態になったと
き（公務障害年金）、公務傷病により死亡したとき（公務遺
族給付）に支給されます。

※１  平成27年10月の被用者年金制度の一元化により、廃止となった職域部分
のかわりに施行日以降の加入期間について「退職等年金給付」が創設され
ました。

※２   一元化前から在職していた方は、旧職域部分の経過措置があります。
現役時から退職後までを通じた信用失墜行為等に対する支給制限措置が
設けられています。

※短期組合員 　　　　　　　　  　  の方は対象ではありません）。（第１号厚生年金被保険者）
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退職等年金給付退職等年金給付をを知っていますか？知っていますか？

年金課　　　 （直通）　 TEL 043（248）1117 日本年金機構
街角の年金相談センター短期組合員

　共済組合の組合員には、公的年金とは別に共済組合独自の年金「退職等年金給付」が支給されます。

退職等年金給付の要件

退職年金の掛金と給付金

みんなの年 金の基 礎知識
共済組合独自の年金共済組合独自の年金

３階

２階

１階

退職等年金給付 ※2退職等年金給付 ※2

厚 生 年 金

基 礎 年 金

独自の
年金

公的
年金

賦
課
方
式

積
立
方
式

年金制度のイメージ

　組合員１人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、あらかじめ労使折半で積み立て、積み立てた掛金、地方公共団体等の負担金、
利子を原資とし、年金として支給されます。

　「退職年金」は、「終身退職年金」と「有期退職年金」に分けられ、年金の２分の１を「終身退職年金」、残りの２分の1を

「有期退職年金」として支給されます。

　なお、「有期退職年金」については、受給期間は原則20年（240月）ですが、給付事由が生じてから６月以内に手続きを

行った場合には、その受給期間を10年（120月）とすること、または一時金として受給することも選択できます。

　退職年金は雑所得として、一時金は退職所得として扱われ、課税の対象となります。



　年金積立金は、長期的な運用を行うものであり、その運用状況
も長期的に判断することが必要です。
　退職等年金給付積立金は、国内債券の満期持ち切りでの運用を
前提とするため、簿価評価としており、令和５年度の運用状況に
ついては、次のとおりです。

◆令和５年度　運用実績
運用利回り ＋0.48％（実現収益率）
運用収入額 ＋106億円（実現収益額）
運用資産残高（令和６年３月末時点） 2兆3,729億円（簿価）

退職等年金給付に係る
運用状況について

　詳しくは、こちらをご参照ください。公務
障害年金、公務遺族年金についても解説さ

れています。

全国市町村職員共済組合連合会＞退職等年
金給付（年金払い退職給付）
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原則65歳になる方には、
案内が届きますので
確認してくださいね

それまでに
よく考えて
おくわ

共済組合には
独自の年金が
あるって
聞いたけど

公的年金
とは別に、

有期部分は、支給期間を
20年か10年または、
一時金として受け取ったりする
選択もできます

終身
年金

有期
年金

共済組合独自の
「退職年金」がありますよ。

終身と有期で
受け取れます

お問い合わせ先 年金係
審査係年金課　　　 （直通）　 TEL 043（248）1117組合員

（短期組合員を除く）

退職年金　次の全てに該当するときに支給

本年10月は退職等年金給付に係る
基準利率及び終身年金現価率並びに
有期年金現価率の値が変わります

　地方公務員共済組合連合会では、ホームページに基準利率
や年金現価率等に関する情報を掲載しています。今後、これ
らの率についての関連情報等を掲載していきますので、ぜひ
ご覧ください。

地方公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会 検索

トップページの�「年金関連情報➡年金財政関係➡年金払い退職給
付（退職等年金給付）➡地共連の定款で定める事項（基準利率等）」
からご覧いただけます。

https://www.chikyoren.or.jp/�
�（地方公務員共済組合連合会トップページ）

ア��１年以上引き続く組合員期間を有していること

イ�退職していること　　ウ�65歳以上であること

　ア、イに該当する60歳以上65歳未満の人は、65歳前に退

職年金を受給できる繰上げ受給を申請することができます。

また、退職年金の受給権者で退職年金を請求していない人は、

75歳に達する日の前日までに繰下げ受給の申請をすること

ができます。年金額の利子相当額や年金現価率が受給時期に

よって異なるので、繰上げ受給は減額、繰下げ受給は増額に

なります。
※ 昭和27年４月１日以前生まれの人は、繰下げ期間は70歳までとなります。
※ 組合員（70歳を超えている方も含み、短期組合員を除きます。）である間は、

支給は全額停止（有期退職年金は中断）されます。

https://ssl.shichousonren.or.jp/pensioner



所得代替率及びモデル年金の将来見通し（令和６（2024）年財政検証）

成長型経済移行・継続ケース（実質賃金上昇率（対物価）1.5％） 単位：万円（月額）
※物価上昇率で2024年度に割り戻した実質額

報酬比例は
2025年度以降

調整不要

基礎年金の
調整終了次の財政検証

所
得
代
替
率

現役男子の
手取り収入

夫婦の
年金額

夫：比例

夫婦：基礎

2024年度

　13.4

37.0

22.6

9.2

61.2%
比例：25.0％
基礎：36.2％

2029年度

60.3%
比例：25.0％
基礎：35.3％

2037年度

57.6%
比例：25.0％
基礎：32.6％

2040年度

57.6%
比例：25.0％
基礎：32.6％

2060年度

57.6%
比例：25.0％
基礎：32.6％

13.5

38.2

23.0

9.5

41.6

24.0

10.4

13.6

43.5

25.1

10.9

14.2

58.6

33.8

14.6

19.1

•機械的に給付水準調整を続けると、国民年金は2059年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。その後、保険料と国庫負担で賄うことので
きる給付水準は、所得代替率37％～33％程度（機械的に基礎、比例ともに給付水準調整を続けた場合、2059年度時点の所得代替率は50.1％）。
•2059年度時点でマクロ経済スライドの未調整分は▲21.7％。仮にマクロ経済スライドの名目下限措置を撤廃し、機械的に給付水準調整を続けた
場合（経済変動あり）、給付水準調整終了後の所得代替率は45.3％（調整終了年度は2063年度）。

実質経済成長率
2034年度以降30年平均

実質賃金上昇率 ：2.0％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.4％

実質賃金上昇率 ：1.5％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.7％

実質賃金上昇率 ：0.5％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.7％

実質賃金上昇率 ：0.1％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.3％

将来の所得代替率
※ 給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ 　）内は給付水準の調整終了年度である。

労働力の
前提

成長実現・
労働参加
進展

成長率ベース
ライン・労働
参加漸進

一人当たり
ゼロ成長・
労働参加
現状

高

低

50％

55％

高成長実現ケース

成長型経済移行・継続ケース

過去30年投影ケース

１人当たりゼロ成長ケース

1.6％

1.1％

▲0.1％

▲0.7％

57.6％（2037）
　比例：25.0％（調整なし）
　基礎：32.6％（2037）

56.9％（2039）
　比例：25.0％（調整なし）
　基礎：31.9％（2039）

50.4％（2057）
　比例：24.9％（2026）
　基礎：25.5％（2057）

財政検証とは…
　財政検証とは、公的年金財政の“定期健康診断”に当たるものです。
　少子高齢化に伴う公的年金加入者の減少や平均寿命の延びを反映して年金の給付水準を調整（マクロ経済
スライド）していますが、その給付と負担のバランスがとれているか５年に１度確認をしています。
　確認にあたっては、公的年金の給付水準を示す指標である「所得代替率」を重視し、将来にわたって50％を
下回らないことを目標にしています。
※�一定の制度改正を仮定したオプション試算（被用者保険のさらなる適用拡大、マクロ経済スライドの調整期間の一致など）を行い、長期的に安
定した制度が維持されるよう検討が行われます。

所得代替率は50％を維持
　財政検証においては、将来の社会・経済状況について一定の

前提（人口、労働力、経済状況）を置き、複数のケースを設定

しています。2024年の財政検証では４つの経済前提のもとで

試算を行い、2番目に楽観的な経済前提である「成長型経済移

行・継続ケース」で所得代替率57.6％、現状維持である「過

去30年投影ケース」で同50.4％と試算されました。

公的年金の「2024年財政検証」結果のポイント

2024年財政検証の結果

※最低賃金が2030年代半ばに1,500円（全国加重平均）となった場合、短時間労働者の厚生年金適用が増加する効果により基礎年金に係る所得代替率はさらに上昇。
　（高成長実現ケース：＋0.4％ポイント、成長型経済移行・継続ケース：＋0.4％ポイント、過去30年投影ケース：＋0.3％ポイント）
注１：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。
注２：�高成長実現ケースの実質経済成長率や実質賃金上昇率は成長型経済移行・継続ケースより高いものの、賃金を上回る実質的な運用利回り（スプレッド）が低いため、所得

代替率は成長型経済移行・継続ケースより低くなっている。なお、平成26（2014）年財政検証においても同様の結果が生じている。

　財政検証では、新規裁定時の標準的な年金（モデル年金）の購買力でみた実質額の将来見通しの試算も行っています。以下は、

成長型経済移行・継続ケースの場合の年金額見通しです。

年金額の将来見通し

所得代替率及びモデル年金の将来見通し（令和６（2024）年財政検証）

成長型経済移行・継続ケース（実質賃金上昇率（対物価）1.5％） 単位：万円（月額）
※物価上昇率で2024年度に割り戻した実質額

報酬比例は
2025年度以降

調整不要

基礎年金の
調整終了次の財政検証

所
得
代
替
率

現役男子の
手取り収入

夫婦の
年金額

夫：比例

夫婦：基礎

2024年度

　13.4

37.0

22.6

9.2

61.2%
比例：25.0％
基礎：36.2％

2029年度

60.3%
比例：25.0％
基礎：35.3％

2037年度

57.6%
比例：25.0％
基礎：32.6％

2040年度

57.6%
比例：25.0％
基礎：32.6％

2060年度

57.6%
比例：25.0％
基礎：32.6％

13.5

38.2

23.0

9.5

41.6

24.0

10.4

13.6

43.5

25.1

10.9

14.2

58.6

33.8

14.6

19.1

•機械的に給付水準調整を続けると、国民年金は2059年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。その後、保険料と国庫負担で賄うことので
きる給付水準は、所得代替率37％～33％程度（機械的に基礎、比例ともに給付水準調整を続けた場合、2059年度時点の所得代替率は50.1％）。
•2059年度時点でマクロ経済スライドの未調整分は▲21.7％。仮にマクロ経済スライドの名目下限措置を撤廃し、機械的に給付水準調整を続けた
場合（経済変動あり）、給付水準調整終了後の所得代替率は45.3％（調整終了年度は2063年度）。

実質経済成長率
2034年度以降30年平均

実質賃金上昇率 ：2.0％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.4％

実質賃金上昇率 ：1.5％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.7％

実質賃金上昇率 ：0.5％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.7％

実質賃金上昇率 ：0.1％
実質的な運用利回り（スプレッド） ：1.3％

将来の所得代替率
※ 給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ 　）内は給付水準の調整終了年度である。

労働力の
前提

成長実現・
労働参加
進展

成長率ベース
ライン・労働
参加漸進

一人当たり
ゼロ成長・
労働参加
現状

高

低

50％

55％

高成長実現ケース

成長型経済移行・継続ケース

過去30年投影ケース

１人当たりゼロ成長ケース

1.6％

1.1％

▲0.1％

▲0.7％

57.6％（2037）
　比例：25.0％（調整なし）
　基礎：32.6％（2037）

56.9％（2039）
　比例：25.0％（調整なし）
　基礎：31.9％（2039）

50.4％（2057）
　比例：24.9％（2026）
　基礎：25.5％（2057）

※�左の図は、新規裁定者の年
金について表したもの。既
裁定者の年金額は物価で改
定されるため、物価上昇率
が名目賃金上昇率より低く
なる場合は、そのときどき
の現役世代の所得に対する
比率は下がる。
※�所得代替率に用いる年金額
は、平成16年改正法附則第
2条の規定に基づき前年度ま
での実質賃金上昇率を全て
反映したもの。
※�試算における人口の前提は、
中位推計（出生中位、死亡
中位、入国超過数16.4万人）。

注：�所得代替率に用いる年金額は、平成16年改正法附則第2条の規定に基づき
前年度までの実質賃金上昇率を全て反映したもの。

2024年度
所得代替率

61.2％

現役男子の
平均手取り
収入額
37.0万円

＝ ＋
13.4万円

夫婦2人の基礎年金

9.2万円
夫の厚生年金
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詳細は右記の厚生労働省ホームページをご確認ください。（第16回社会保障審議会年金部会資料１）▶



お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

募 集 案 内
　テーマを変えて６月・９月・12月の３回、オンラインにて開催する

メンタルヘルス教室の第３回目となります。第３回目の12月の教室で

は、働く意欲を高めるためのワークエンゲイジメントについてお伝えし

ます。ご家族の皆さまに参加していただける内容となっておりますので、

ぜひご参加ください！

メンタルヘルス教室
～働く意欲を高めるワークエンゲイジメント編～

◦募集人数　300名
※ 申込者多数の場合は抽選とし、結果については後

日、申込者全員にメールで通知します。

◦申込資格
組合員及びその家族（同居、別居を問いません）

◦参加に必要なもの（２点）　
◦安定したネット環境

※ Wi-Fi環境でない場合、通信速度の制限により通
信ができなくなる可能性もあるため、Wi-Fi環境
を推奨します。

◦PC/スマートフォン/タブレット等のデバイス

◦受講料　無料

◦申込方法
下記URLもしくは二次元コードから申込フォーム
へアクセスしていただき、必要事項をご入力く
ださい。

◦申込締切日　令和６年11月８日（金）

◦その他
受講者を決定後、受講のご案内を申込フォーム
に入力いただいたメールアドレスに送信します。

働く意欲を高めるワークエンゲイジメント
（30分程度）

1�時代は“労働”から“朗働”へ
2�今！注目されるワークエンゲイジメントとは
3�折れない心をつくる３つのポイント

◦ 感情調整力、衝動調整力、自己効力感の
高め方

意欲を高めるレジスタンストレーニング
（30分程度）

1�ストレッチで準備運動
2��意欲を高めるレジスタンストレーニング
　�メニューの実践
3�疲れを残さないクールダウン

基 本 講 座

【URL】
https://forms.office.com/r/
ure74swcmB

【二次元コード】

〈フォームへ入力していただく必要事項〉
❶組合員証記号　❷組合員証番号　❸組合員氏名
❹受講者氏名　❺電話番号　❻PCメールアドレス
（携帯アドレスはメールが届かない場合があるため、
PCアドレスでお願いします。）

演　　習

※ 進行状況により、時間が前後することや内容が変更になる
ことがあります。

※ 後日、YouTubeにて録画した講座の配信もありますので、
開催日時に見ることができない方も申し込みいただけれ
ば、録画配信を視聴いただけます。

※ Zoomウェビナーを使用して配信します。カメラとマイク
は使用しません。

◦開催日時
　令和６年12月７日（土）10：00～11：15

※個人情報の利用目的　申込フォームに入力された個人情報は、メンタルヘルス教室における以下の目的に使用します。
　1.お申し込み確認と参加者名簿を作成するため　2.受講決定を通知するため　3.その他、講座を円滑に運営するため
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お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

産前産後休業期間中は掛金が免除されます

『介護保険第２号被保険者資格に関する届出書』の
提出についてのお知らせ

適 用 除 外 施 設

◦�指定障害者支援施設（障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための
法律第29条第１項）

◦�障害者支援施設（障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律
第５条第11項）

◦�医療型障害児入所施設（児童福祉法第
42条第２号）

◦�児童福祉法第７条第２項の内閣総理大臣
が指定する医療機関

◦�独立行政法人国立重度知的障害者総合施
設のぞみの園法第11条第１号の規定に
より設置する施設

◦�国立ハンセン病療養所等（ハンセン病問題
の解決の促進に関する法律第２条第２項）

◦�救護施設（生活保護法第38条第１項第
１号）

◦�労働者災害補償保険法第29条第１項第２
号に規定する被災労働者の受ける介護の
援護を図るために必要な事業に係る施設

◦�障害者支援施設（知的障害者福祉法第16
条第１項第２号の規定により入所している
知的障害者に係るものに限る。）

◦�指定障害者支援施設（障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための
法律第19条第１項の規定による支給決
定を受けて入所している知的障害者及び
精神障害者に係るものに限る。）

◦�障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行規則第２条の
３に規定する施設

◦掛金が免除される期間
　産前産後休業期間（※）の初日の属する月から、産前産後休業期間の末日の翌日の
属する月の前月まで、掛金が免除されます。
※�出産日（出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日）以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から
出産日の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休業を取得した期間

◦掛金免除の申出方法
　勤務先の共済事務担当課経由で「産前産後休業掛金免除（変更）申出書」をご提
出ください。

1 介護保険に加入する者について
　40歳以上の者は介護保険に全員加入することになり、年齢に
よって次のとおり区分されます。

◦65歳以上の者�･･･････････････････介護保険第１号被保険者
◦�40歳以上65歳未満で医療保険（共済組合を含む）に加入して
いる者�････････････････････････ 介護保険第２号被保険者

　なお、医療保険加入者（組合員及び任意継続組合員）の被扶
養者も40歳以上65歳未満であれば介護保険第２号被保険者と
なります。

2 共済組合への届出について
　組合員や被扶養者が40歳に達したことにより、介護保険第２
号被保険者となる場合等には、介護保険被保険者資格の取得
や喪失について、共済組合への届出は原則として不要です。
　ただし、40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で海外居住
者（日本国内に住民票がない人）及び右に掲げる施設に入所
または入院している者は、介護保険第２号被保険者とはなりませ
んので、これらに該当するときは、勤務先の共済事務担当課へ
申し出をして、「介護保険第２号被保険者資格に関する届出書」
を共済事務担当課経由で共済組合に提出してください。
　また、これらの施設から退所または退院した場合も同様に
「介護保険第２号被保険者資格に関する届出書」を提出して
ください。

3 任意継続組合員について
　任意継続組合員の介護保険第２号被保険者で前記に該当する
ときは、直接共済組合へ「介護保険第２号被保険者資格に関
する届出書」を提出していただくこととなりますので、その
際は共済組合へご連絡ください。
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❶

❷

❸

「資格情報のお知らせと
個人番号（マイナンバー）確認のお願い」

を送付します

（※）送付対象者
「資格情報のお知らせと個人番号（マイナ
ンバー）確認のお願い」作成時点におい
て個人番号等の登録が完了している組合員
（任意継続組合員）及びその被扶養者

　令和６年12月２日より現行のカードの健康保険証

（組合員証等）は発行が終了し、「マイナ保険証（健康

保険証を利用登録したマイナンバーカード）」による医

療機関等への受診を基本とした仕組みに変わります。

　共済組合では、組合員及び被扶養者の皆さまの資格

情報（イメージ図❶）をご自身で把握いただき、安心

してマイナンバーカードを健康保険証として利用いた

だくため、マイナンバーの下４桁（イメージ図❷）を

記載した「資格情報のお知らせ」等を令和６年10月下

旬より順次送付させていただきます。（※）

　お手元に届きましたら、ご自身の健康保険の資格情

報をご確認ください。

　また、医療機関等の受診時に、資格情報等が確認で

きるシステムが使用できない場合に、マイナ保険証と

併せて提示（イメージ図❸）することで受診可能とな

ります。

　皆さまに今回１回限りの送付となりますので、大切

に保管してください。

①�「資格情報（記号番号枝番・氏名フリガナ・
高齢受給者一部負担割合・資格取得年月日・
保険者名）」
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◦�12月１日時点でお手元にある有効な健康保険証（組合員証等）は、経過措置により最長１年間は従来どおりご
利用できます。

◦�経過措置期間中の氏名変更や紛失等があった場合も健康保険証（組合員証等）の再発行はありません。

◦��「マイナ保険証」をお持ちでない方には、共済組合が交付する「資格確認書」により医療機関等を受診すること
ができます。詳細については、決まり次第後日お知らせします。

お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

▼ �「資格情報のお知らせと個人番号（マイ
　�ナンバー）確認のお願い」イメージ

健康保険証（組合員証等）の発行は
令和６年12月１日をもって終了しますので、医療機関等で
受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。

②�「マイナンバー
（下４桁）」

③�切り取って使用
してください。



お問い合わせ先 

　

　保健課保健係　（直通） TEL 043（248）1115

　

交
通
事
故
に
よ
り
ケ
ガ
を
し
た
場
合
、
基

本
的
に
は
第
三
者
（
加
害
者
）
の
不
法
行
為

に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ケ
ガ
を
負
わ

せ
た
者
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
（
民
法
７
０
９
条
で
は
、
不
法
行
為
の

成
立
及
び
効
果
と
し
て
「
故
意
又
は
過
失
に

よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る

利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
」
と
規

定
し
て
い
ま
す
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
交
通
事
故
の
処
理
は
即

時
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
加

害
者
（
相
手
側
）
か
ら
す
ぐ
に
治
療
費
等
が

支
払
わ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
く
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
組
合
員
証
（
保
険
証
）

を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
で

す
が
、
本
来
、
治
療
費
は
加
害
者
が
負
担
す

べ
き
も
の
で
す
か
ら
、
組
合
員
証
（
保
険
証
）

を
使
用
し
共
済
組
合
が
負
担
し
た
費
用
に
つ

い
て
は
、
加
害
者
に
支
払
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
に
、共
済
組
合
は
被
害
者
に
代
わ
っ

て
加
害
者
へ
治
療
費
等
を
請
求
す
る
権
利
（
損

害
賠
償
請
求
権
）
を
取
得
し
ま
す
。
こ
れ
を
損

害
賠
償
請
求
権
の
代
位
取
得
と
い
い
ま
す
。

　

交
通
事
故
で
組
合
員
証
（
保
険
証
）
を
使

用
す
る
に
は
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
の
協
力
が

不
可
欠
で
す
の
で
、
次
の
点
に
留
意
し
て
対

処
し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
手
が
不
明
で
は
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

相
手
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
勤
務
先
、

車
の
ナ
ン
バ
ー
等
で
き
る
限
り
詳
し
く
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

民
事
責
任
・
刑
事
責
任
の
証
拠
を
失
わ
な

い
た
め
に
も
重
要
な
措
置
で
す
の
で
、
落
ち

着
い
て
対
処
し
ま
し
ょ
う
。

　

小
さ
い
お
子
さ
ま
（
被
扶
養
者
）
が
事
故

に
遭
わ
れ
た
場
合
等
は
、
相
手
先
の
確
認
が

困
難
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
家
族
の

方
に
連
絡
を
と
る
こ
と
な
ど
、
交
通
事
故
に

つ
い
て
日
頃
か
ら
話
し
合
っ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

　

後
で
具
合
が
悪
く
な
っ
た
り
、
症
状
が
出

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
で
示
談
交
渉

に
応
じ
て
し
ま
う
な
ど
、
治
療
費
が
請
求
で

き
な
く
な
る
よ
う
な
話
し
合
い
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

　

ど
ん
な
些
細
な
事
故
で
も
警
察
へ
連
絡
し

ま
し
ょ
う
。

　

事
故
直
後
は
気
持
ち
が
張
り
詰
め
て
い
て
、

打
撲
程
度
で
は
痛
み
を
感
じ
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
後
で
腫
れ
上
が
っ
た
り
、
骨
折

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
り
す
る
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。

　

す
ぐ
に
届
出
を
し
な
い
と
、
後
に
な
っ
て

か
ら
で
は
事
故
状
況
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、

医
療
費
や
慰
謝
料
の
請
求
が
で
き
な
く
な
る

な
ど
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

届
出
は
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
必
要

な
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、「
交
通
事
故
証
明
書
」
を
入
手
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
「
交
通
事
故
証
明
書
」
は
共
済
組
合

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
自
動
車

保
険
に
請
求
す
る
場
合
も
必
ず
必
要
な
も
の

で
す
。

　

事
故
の
届
出
は
、
人
身
事
故
と
し
て
届
け

出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

治
療
費
は
原
則
と
し
て
加
害
者
が
支
払
う

べ
き
も
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う

に
組
合
員
証
（
保
険
証
）
を
使
用
し
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
際
、
必

ず
共
済
組
合

ま
た
は
勤
務
先

の
共
済
事
務
担

当
課
へ
事
前
連

絡
し
て
く
だ
さ

い
。

　

で
き
る
だ
け

使
用
前
に
事
故

状
況
を
把
握
し

て
お
く
必
要
が

あ
る
た
め
で

す
。

　

ま
た
、
加
害
者
へ
保
険
診
療
分
の
治
療
費

等
の
支
払
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
を
伝
え
て

お
い
て
く
だ
さ
い
（
共
済
組
合
が
損
害
賠
償

請
求
権
を
取
得
し
て
い
る
の
で
、
後
日
共
済

組
合
か
ら
加
害
者
に
治
療
費
の
請
求
が
あ
る

こ
と
）。

※�

通
勤
災
害
や
公
務
災
害
に
該
当
す
る
場
合

は
、
治
療
費
の
負
担
先
が
共
済
組
合
で
は

な
く
な
り
ま
す
の
で
組
合
員
証
（
保
険
証
）

が
使
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
人
身
事
故
扱
い
に
す
る
と
手
続
き

が
面
倒
だ
」、「
公
務
中
の
ケ
ガ
だ
が
、
ケ
ガ

の
程
度
が
軽
い
か
ら
申
請
し
な
く
て
い
い
だ

ろ
う
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
さ
れ
ま
す
と
、

医
療
費
は
共
済
組
合
の
負
担
と
な
り
、
医
療

費
及
び
掛
金
・
負
担
金
の
増
高
に
つ
な
が
り

ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
さ
ま
の
適
正
な

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

交
通
事
故
（
第
三
者
に
よ
る
不
法
行
為

等
）
で
組
合
員
証
（
保
険
証
）
を
使
用

す
る
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す

交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き

2  

警
察
に
届
け
ま
し
ょ
う

1  

相
手
の
身
元
を

　 

確
認
し
ま
し
ょ
う

3   
医
療
機
関
で
組
合
員
証（
保

険
証
）
を
使
用
す
る
場
合

は
必
ず
事
前
連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い
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お問い合わせ先 

　

　保健課保健係　（直通） TEL 043（248）1115

　

組
合
員
証
（
保
険
証
）
を
使
用
し
て
医
療

機
関
に
か
か
る
場
合
は
、
共
済
事
務
担
当
課

を
経
由
し
て
共
済
組
合
へ
「
損
害
賠
償
申
告

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
は
共
済
組
合
が
加
害
者
（
相
手
側
）

に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
で
す
。

　
「
損
害
賠
償
申
告
書
」
の
提
出
に
際
し
て
は

次
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

①
交
通
事
故
証
明
書
（
人
身
事
故
扱
い
の
も
の
）

②
事
故
発
生
状
況
報
告
書

③�

加
害
者
（
相
手
側
）
の
車
の
自
賠
責
保
険

の
証
明
書
の
写
し

④�

加
害
者
（
相
手
側
）
の
任
意
保
険
の
証
明

書
の
写
し
（
加
入
し
て
い
る
場
合
）

⑤�

加
害
者
（
相
手
側
）
の
自
動
車
車
検
証
の

写
し

⑥�

加
害
者
（
相
手
側
）
の
保
険
会
社
の
担
当

者
及
び
連
絡
先
（
求
償
先
）

⑦�

加
害
者
（
相
手
側
）
の
誓
約
書
（
加
害
者

が
保
険
診
療
分
に
つ
い
て
支
払
う
こ
と
の

誓
約
）

⑧�

念
書
（
共
済
組
合
が
損
害
賠
償
請
求
権
を

代
位
取
得
し
行
使
す
る
こ
と
の
組
合
員
へ

の
確
認
）

＊�

治
療
が
終
了
し
た
と
き
や
示
談
を
す
る
と

き
は
必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
処
理
経
過
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

交
通
事
故
に
よ
る
治
療
や
示
談
の
処
理

に
は
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

加
害
者
の
自
賠
責
保
険
や
任
意
保
険
会

社
に
本
人
負
担
部
分
を
一
旦
請
求
す
る
と

き
な
ど
は
、
共
済
組
合
に
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

　

後
に
共
済
組
合
が
請
求
す
る
ま
で
の
間
の

状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◦�

治
療
が
終
了
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
症
状

が
固
定
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
共
済

組
合
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

事
故
に
よ
る
治
療
期
間
や
治
療
費
を
把

握
す
る
た
め
に
必
要
に
な
り
ま
す
。

◦
示
談
の
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

交
通
事
故
に
よ
る
ケ
ガ
の
場
合
、
後
遺

症
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

示
談
を
進
め
る
う
え
で
後
遺
症
が
発
生

し
た
場
合
も
、
そ
の
治
療
費
は
あ
ら
た
め

て
請
求
す
る
等
の
約
束
を
記
載
す
る
の
が

通
例
で
す
。

　

ま
た
、
共
済
組
合
へ
治
療
費
の
支
払
義
務

が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

共
済
組
合
の
代
位
請
求
の
行
使
に
不
利

な
内
容
で
す
と
共
済
組
合
が
加
害
者
（
相

手
側
）
に
対
し
て
治
療
費
等
を
請
求
で
き

な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
に
は
、
被
害
者

で
あ
っ
て
も
加
害
者
で
あ
っ
て
も
、
精
神
的
、

肉
体
的
両
面
に
お
い
て
、
大
変
な
苦
痛
を
強

い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

昨
今
で
は
、
自
転

車
に
よ
る
事
故
も
多

発
し
て
い
ま
す
。
自

転
車
も
軽
車
両
と
な

る
こ
と
か
ら
、
交
通

ル
ー
ル
を
遵
守
し
、

日
頃
か
ら
事
故
に
遭

わ
な
い
工
夫
と
安
全

運
転
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

　年金者連盟は年金受給者の生活の安定のみ

ならず、現役世代の方々が働きやすい活力あ

る社会の実現も目指しています。

　年金者連盟では、毎年、県選出の国会議員

へのはがき陳情や全国市町村職員年金者連盟

を通じて総務大臣や厚生労働大臣へ要望書を

提出しています。その要望のひとつとして、

公務員制度の一環である「職域年金相当部分」、

「退職等年金給付」の給付水準を将来とも低下

させないよう要望しています。

　また、高齢者の就業促進について労働環境

及び雇用条件の充実を図ることを求めていま

す。

　千葉県市町村職員共済組合の組合員であっ

た方で60歳以上の方であれば年金受給開始年

齢前であっても加入いただけます。（フルタイ

ム再任用職員の方も加入可）

※�組合員期間が短期組合員・後期高齢者等短期組
合員のみの方は対象外です。

共に支えあって退職後の暮らしを
豊かなものにしていきましょう。

退職後はぜひ、年金者連盟への加入を
ご検討ください。

お問い合わせ先

千葉県市町村職員年金者連盟
TEL 043（248）1059

4  
共
済
組
合
へ
「
損
害
賠
償

申
告
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い

千葉県市町村職員年金者連盟

現役世代の
働きやすい社会の実現を
目指しています
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こんな給付
ご存じですか?

お問い合わせ先 

　

　保健課保健係（直通）　TEL 043（248）1115

　休業給付は組合員の皆さまが、病気やケガ、出産あるいはやむを得ない事情で休業して報酬が
もらえないときに組合員の皆さまやその家族の生活を支援するための給付です。
　休業給付には次のような種類があります。

休 業 給 付

　傷病手当金の支給期間は、支給開始から１年６月間です。

　傷病手当金は、次のすべての要件に該当したときに支給されます。

①公務あるいは通勤途上の事故や災害によるものでないこと
②病気・ケガによる療養であること
③療養のため勤務に服することができないこと
④勤務に服することができなくなってから、引き続き３日を経過していること
⑤傷病手当金日額が休職中（病気休暇等を含む）に支給される報酬日額を上回っていること

　組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方（以下「1年以上組合員で

あった方」という）が傷病手当金を受給中に退職した場合は、引き続き支給されます。

　１年以上組合員であった方が、報酬が出ていたことにより傷病手当金が支給されなかった場合は、

退職後から支給されます。ただし、退職後に「勤務ができる状態」となった場合は、実際の勤務の有

無にかかわらず、支給は打ち切りとなります。

　支給要件に該当した場合、４日目からその後における勤務に服することができない期間１日につき、支給

開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬の月額が、

①12月以上ある場合
　支給開始日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3

②12月未満の場合　アとイのいずれか低い方

ア�支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3
イ�前年度の９月30日での全組合員の平均標準報酬の月額（令和５年度は、340,000円）×1/22×2/3

ただし、次の場合は、差額を支給します。
※報酬が支給されている場合　報酬日額より傷病手当金日額が上回っている場合に、その差額を支給します。
※ 障害厚生（共済）年金及び退職後退職老齢年金給付（退職または老齢を給付事由とする年金給付）を受給する

場合、年金日額より傷病手当金日額が上回っている場合に、その差額を支給します。

❶ 傷病手当金
支給要件

支給期間

支給金額

　出産の日以前42日（多胎の場合98日）及び出産の日後56日の期間内で出産手当金日額が報酬日額より上
回っている期間です。
　ただし、出産予定日後に出産された場合は、出産予定日以前42日及び出産予定日後56日の期間となります。

　組合員が出産により勤務できなかったことにより、出産手当金日額が報酬日額より上回っているときに支

給されます。

　組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方が、出産手当金の期間内に

退職した場合は、退職後の支給期間について支給されます。

　勤務に服することができなかった期間１日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準

報酬の月額が、

①12月以上ある場合
　支給開始日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3

②12月未満の場合　アとイのいずれか低い方

ア�支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3
イ�前年度の９月30日での全組合員の平均標準報酬の月額（令和5年度は、340,000円）×1/22×2/3

❷ 出産手当金
支給要件

支給期間

支給金額
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　組合員が次のいずれかの事由により欠勤した場合に支給されます。

　欠勤した期間１日につき、標準報酬の月額×1/22×50/100の額が支給されます。

支 給 要 件 支 給 期 間
被扶養者の病気または負傷 欠勤した期間
組合員の配偶者の出産 14日間の内で欠勤した期間
組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者に係る不慮の災害 災害が発生した日から５日以内で欠勤した期間
組合員の婚姻、配偶者の死亡、親族の婚姻もしくは葬祭 結婚式の日を含む７日以内で欠勤した期間 （死亡の日から７日以内）
被扶養者でない配偶者、子、父母等の傷病 欠勤した期間（原則７日以内）

　組合員が、組合員の介護を必要とする家族のために、任命権者の承認を受けた介護休業を取得した場合で、

報酬が支給されないときに支給されます。

　なお、介護休業手当金は、介護休業を1日単位で取得したときに支給対象となり、半日単位や時間単位で

取得したときには支給対象となりません。条例で定める短期介護休暇についても、地方公務員等共済組合法

第70条の３第１項に規定する介護をするための休業に該当しないものと考えられるため、介護休業手当金

の対象となりませんのでご注意ください。

　また、雇用保険が適用される組合員（短期組合員や独立行政法人等）については、雇用保険法に基づく介

護休業給付金の給付が優先されます。請求先をご確認ください。

　継続するひとつの介護状態につき、介護休業開始日から通算して66日を限度として支給されます。

　介護休業手当金の対象となる家族の範囲は、次のとおりです。

休業給付の支給条件は、ここに記載したことのほか、さらに細かく規定されています。請求の際にはご相談ください。

①日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

②�組合員と同居し、日常生活を営むのに支障がある父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、

配偶者の子

標準報酬の月額×1/22×67/100の額が支給されます。※給付の上限日額：15,778円（令和６年８月現在）

❸ 休業手当金

❺ 介護休業手当金

支給要件・支給期間

支給金額

　組合員が育児休業を取得し、報酬が支給されないときに支給されます。

　支給対象となる育児休業は1日単位で取得した場合です。半日単位や時間単位で取得した場合は対象となりません。

　また、雇用保険が適用される組合員（短期組合員や独立行政法人等）については、

雇用保険法に基づく育児休業給付金の給付が優先されます。請求先をご確認ください。

①育児休業開始から180日（土日を含む日数）に達するまでの期間
標準報酬の月額×1/22×67/100の額が支給されます。※給付の上限日額：14,334円（令和６年８月現在）

②育児休業開始から181日（土日を含む日数）以降
標準報酬の月額×1/22×50/100の額が支給されます。※給付の上限日額：10,697円（令和６年８月現在）

①父または母のいずれか一方が育児休業を取得した場合

　　子が１歳に達するまでの間について支給対象となります。

②父母双方が育児休業を取得した場合

　子が１歳２カ月に達する日までの間の最長１年間について支給対象となります。

　なお、母の支給対象期間には産後休暇を含むものとし、報酬が支給される期間については手当金の支

給対象となりません。

※�保育所に入所できない等の特別な事情に該当するときは、子が１歳６カ月に達するまで延長が認められ、その後も延
長の要件を満たしている場合は、最長２歳に達するまで再延長が可能となります。延長が認められる特別な事情につ
いては条件がございますので、詳しくは共済組合ホームページまたは勤務先の共済事務担当課にてご確認ください。

❹ 育児休業手当金
支給要件

支給期間

支給金額

支給要件

支給期間

支給金額

対象となる
家族の範囲
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ジェネリック医薬品ジェネリック医薬品とと
リフィル処方箋リフィル処方箋についてについて
ジェネリック医薬品とリフィル処方箋を使っていますか？　ジェネリック医薬品は自己負担額
を減らすことができ、リフィル処方箋は通院回数を減らすことができるため、医療費の削減に
つながります。定期的に医療機関に通院して薬を処方されている方は、試してみませんか。

1 なんで低価格なの？
　ジェネリック医薬品は後発医薬品ともいわれ、新薬と同
じ有効成分を含有、同じ効果・効能・安全性のある薬です。
開発費用が抑えられるため、新薬と比べると、半分から
1/3の低価格となっています。ジェネリック医薬品を使う
ことで医療費全体を押し下げられるとともに、自己負担額
を減らすこともできます。

新薬
原材料費

（価格）

ジェネリック

開発費

　安いだけでなく、のみやすくなるような工夫がされています。
◦錠剤を小さくする
◦ゼリー状にする
◦口の中で溶けやすくする（口腔内崩壊錠＝OD錠）　など

ほかにはどんな工夫がある？2

●�「リフィル可」欄に�　が入っていると、
リフィル処方箋として使えます。
●�医師の判断で、最大３回までが２回ま
でになることもあります。
●�２回目以降は、「次回調剤予定日」の
前後７日以内に薬を受け取ります。

※新薬、向精神薬、湿布薬等は対象外

●�リフィル処方箋は
２～３回使いま
す。なくさないよ
うにフォルダーな
どに入れて、大切
に保管しておきま
しょう。

大切に保管！

上記の場合は
同じ処方箋で3回まで
薬をもらえます

リフィル可 （３回）

リフィル処方箋はどんなもの？1

国民医療費が増え続けるなか、リフィル処方箋
により医療費ベースで約470億円※の削減効果
があると推計されており、国の財政面からも活
用が期待されています。

症状が安定している病気としては、若い世代では「花粉症」、中高年で
は「高血圧症」「高脂血症」「糖尿病」などの生活習慣病があります。

国民
医療費

470億円
ダウン

リフィル処方箋を使うと…

どのくらい節約？2

ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品

リフィル処方箋

リフィル処方箋

飲みやすい工夫が
されています

×

○

遠くの病院に
行かなくても

近くの薬局で
受け取れる！

※財政制度分科会（令和4年4月13日開催）配布資料１（財務省）より引用
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医 療 費 等 の 流 れ

　皆さまが、マイナ保険証（健康保険証の利用登録を

したマイナンバーカード）、または組合員証・組合員被

扶養者証（保険証）を病院の窓口へ提出し、診療を受

けると、病院ではその医療費を共済組合などの保険者

に請求し支払いを受けることになります。

　しかし、全国には病院も保険者（共済組合や健康保

険組合など）もたくさんあり、個々に請求し支払いをし

ていては、事務が煩雑になってしまいます。

　そこで、病院では、受診した患者ごと、診療内容ごと

（入院・外来・歯科・調剤別）を、１カ月ごとにまとめて、

診療報酬明細書（レセプト）を作成し、各月ごとに「社

会保険診療報酬支払基金」という機関へ提出します。

　支払基金では、その診療報酬明細書（レセプト）の

診療内容が適正であるかどうかを審査した後、共済組

合へ医療費の請求をします。支払基金で処理された診

療報酬明細書（レセプト）が共済組合へ届いてから、

共済組合でさらに審査をしますので、皆さまが病院で

診療を受けてから給付等の処理が終わるまでに、概ね

３カ月かかります。

　共済組合では、皆さまに納めていただいている掛金

と地方公共団体負担の負担金による財源の中から、毎

月支払基金を通じて各病院に支払いを行っています。

　「医療費の支払いのしくみ」は以上のようになってい

ますが、これらの費用は、掛金と負担金を財源として

賄われていますので、支払う医療費が増えるほど皆さま

にご負担をお願いすることになります。

　このため、日頃から丈夫な体が保てるよう心掛け、

自己管理をするとともに、特定健康診査等を積極的に

利用するなど、病気の早期発見・早期治療に努められ

るようお願いします。

お問い合わせ先 

　

　保健課保健係（直通）　TEL 043（248）1115

　組合員や被扶養者の皆さまが、病気やけがで病院などの保険医療機関にかかった場合の
＂医療費＂ は、共済組合から各病院や医院、診療所へどのように支払われているのでしょうか？
　今月は、その医療費支払いのしくみについて、ご説明します。

医療費支払いのしくみ

◦自己負担額を支払う
◦�入院時の食事代は定額
自己負担

治療を受ける

負担金を支払う

掛金を支払う

◦一部負担金払戻金を支給する
◦家族療養費附加金を支給する

審査後、
医療費を支払う

医療費を請求する

○○病院

○○病院

○○病院

○○病院

医療費を請求する

請求書を審査して
医療費を支払う

市町村等
共済組合

保険医療機関

社会保険診療
報酬支払基金

組 合 員
被扶養者証

被扶養者

組合員証

組合員

マ イ ナ
保 険 証
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お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）  TEL 043（248）1116
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れ
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こ
の
よ
う
な
判
断
方
法
と
な
り
ま
す
の

で
、
振
り
返
っ
た
１
年
間
で
結
果
と
し
て

１
３
０
万
円
（
１
８
０
万
円
）
以
上
と
な

ら
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
月
額
で
扶
養
限

度
額
以
上
と
な
っ
た
時
点
か
ら
１
３
０
万

円
（
１
８
０
万
円
）
以
上
見
込
め
る
と
判

断
し
、
そ
の
時
点
か
ら
被
扶
養
者
の
要
件

を
欠
く
も
の
と
な
り
ま
す
。
ア
ル
バ
イ
ト

や
パ
ー
ト
等
の
給
与
収
入
が
あ
る
方
は
、

月
額
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

競
馬
場
で
勤
務
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
競

馬
開
催
期
間
の
み
給
与
収
入
が
発
生
す
る
こ
と
に

よ
り
、
実
態
に
即
す
る
た
め
１
月
～
12
月
の
給
与

の
合
算
額
を
年
額
に
お
け
る
扶
養
限
度
額
に
よ
り

判
断
し
ま
す
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な
お
、
営
業
収
入
、
農
業
収
入
や
不
動

産
収
入
等
の
場
合
は
年
額
で
判
断
し
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
収
入
の
他
に
給
与
収
入
も

あ
る
場
合
は
、
月
割
り
し
て
給
与
収
入
と

合
計
し
て
前
記
の
と
お
り
月
額
で
判
断
し

ま
す
。

　

年
額
１
３
０
万
円
（
１
８
０
万
円
）
に

つ
い
て
は
、
暦
年
ま
た
は
年
度
に
よ
っ
て

期
間
を
限
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※��「
同
一
世
帯
で
あ
る
こ
と
」
が
条
件
の
扶
養
認
定
を

受
け
て
い
る
被
扶
養
者
が
、
組
合
員
と
別
居
し
た

場
合
は
、
被
扶
養
者
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
り

ま
す
の
で
、
す
み
や
か
に
扶
養
認
定
の
取
消
申
告

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
収
入
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合

に
つ
い
て
も
、
取
消
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

三親等

一親等

二親等

配偶者 本人
(組合員)

の
人
は
生
計
維
持
関
係
と
国
内
居
住
要
件
を

満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

の
人
は
生
計
維
持
関
係
、
同
一
世
帯
で

あ
る
こ
と
と
国
内
居
住
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
必
要
で
す
。

曾祖父母 曾祖父母

祖父母 祖父母

父母 父母

子子 配偶者

配偶者
配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

孫 孫

曾孫 曾孫

兄弟姉妹
甥・姪

甥・姪

おじ・おばおじ・おば

兄弟姉妹

7

7

7 7

7

7

7 7

7 7

6

77
7

4

2

7

7 7

5

7
78

7
8

3

1

被
扶
養
者

被
扶
養
者
のの
認
定
基
準

認
定
基
準
に
つ
い
て

に
つ
い
て

扶
養
認
定
に
お
け
る
収
入
の
捉
え
方
に
つ
い
て

被扶養者の範囲（三親等内の親族）
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今
月
は
被
扶
養
者
の
認
定
に
係
る
同
居
要
件
、
生
計
維
持
関
係
及
び
国
内
居
住
要
件
に
つ
い
て

ご
説
明
い
た
し
ま
す
。



お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）  TEL 043（248）1116

　上記の中で7及び8に該当する者は組合員と同一世帯に属することが、
扶養認定における必要条件となります。

1 組合員の配偶者
〔届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者（以下
「内縁」という）を含む。〕

2 子

3 父母

4 孫

5 祖父母

6�兄弟姉妹

7  組合員と「同一世帯に属する」（注3）

三親等内の親族で上記1から6に該当しない者

8  組合員の内縁の配偶者の父母及び子、並びに当該配偶者の
死亡後におけるその父母及び子で、組合員と「同一世帯に
属する」（注3）者

認定対象者 要　件

上記1～6
◦組合員の直系尊属（父母・祖父母）
◦配偶者（内縁関係を含む）
◦子（養子を含む）
◦孫・兄弟姉妹

生計維持関係

＋

国内居住要件

上記7及び8
◦�上記以外の三親等内の親族（曾祖父母・おじ
おば・甥姪等とその配偶者、配偶者の父母）

◦�届出をしていないが、事実上婚姻関係にある
配偶者の父母及び子（事実上婚姻関係にある
配偶者が死亡後も条件を満たしていれば被扶
養者となります）

生計維持関係

＋

同一世帯であること

＋

国内居住要件

注１ 「主として組合員の収入により生計を維持している者」とは
生活上の世話、介護、精神的な扶養の実態など、組合員が生活上中心的な役割を担っ
ている状況ではなく、経済的な援助・負担を組合員から受けている者をいいます。

注２ 国内居住要件について
「日本国内に住所を有する（住民票の登録がある）者」または「外国において留学を
する学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日
本国内に生活の基礎があると認められる者」であることが必要です。
ただし、下記の場合は、日本国内に住民票の登録があっても、被扶養者として認定
できません。
◦ 日本の国籍を有しない者で、「医療滞在ビザ」または「観光・保養を目的とするロ

ングステイビザ」で来日した者
◦ 海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実

態がない者

注３「組合員と同一世帯に属する者」とは
組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいいます。
組合員の住所とは別であっても、元々組合員と同居しており、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に規定する「障害
者支援施設」または介護保険法に規定する「地域密着型介護老人福祉施設」もしく
は「介護老人福祉施設」に入所し組合員から経済的な援助を受けている場合には、「組
合員と同一世帯に属する者」とみなします。

　組合員の被扶養者として認定される者は、次に掲げる範囲の者で、「主
として組合員の収入により生計を維持｣ (注１)しており、「収入が年額130
万円未満」（障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度
の障害を有する者、または60歳以上の者は年額180万円未満）であり、
かつ「国内居住要件を満たす者」（注２）です。

被扶養者の範囲

　令和５年10月20日より、下記に例

示するような一時的な収入変動により

収入が扶養限度額を超えてしまう場合

は、【被扶養者の収入確認に当たっての

「一時的な収入変動」に係る事業主の証

明書】を他の必要書類と併せて当組合

へ提出することにより被扶養者として

認定または継続することが可能となり

ます。詳細については、厚生労働省ホー

ムページの「事業主の証明による被扶

養者のＱ＆Ａ」をご参照いただくか当

組合資格係へお問い合わせください。

◦�当該事業所の他の従業員が休職・

退職したことにより、当該労働

者の業務量が増加した場合

◦�当該事業所における業務の受注

が好調だったことにより、当該

事業所全体の業務量が増加した

場合

◦�突発的な大口案件により、当該

事業所全体の業務量が増加した

場合

　なお、基本給が上がった場合や、恒

常的な手当が新設された場合など、今

後も引き続き収入が増えることが確実

な場合においては、一時的な収入変動

とは認められません。

�新型コロナウイルスワクチン接

種業務に従事する医療職の被扶

養者の収入確認の特例の延長に

ついては、令和６年３月末をもっ

て終了となりました。

年収の壁・
支援強化パッケージ
について
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標準報酬の月額の随時改定について

　次の要件をいずれも満たす場合、随時改定の対象となります。
（１）昇給・降給等により、固定的給与に変動があること。 (※１)
（２）�継続した３カ月間に受けた報酬の平均額から算定した標準報酬の等級と、現在適用されている標準報酬の等級とで、２等級以上

の差があること。（※２）

※１　非固定的給与の変動では、随時改定は行いません。
◦固定的給与…基本給（給料表の給料月額）、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当等　
◦非固定的給与…時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当等　　

※２　２等級以上の差は、固定的給与と報酬平均額のいずれも増額したかいずれも減額した場合に限られます。
したがって、固定的給与は増額したが非固定的給与が減額したため報酬平均額が減額した場合、またはその逆の場合には、
随時改定は行いません。

＊上記の算定方法以外にも、例外的な算定方法がとられる場合があります。

　継続した３カ月の翌月から標準報酬の月額が改定されます。適用期間は、改定月によって次のとおりです。

　保険者算定とは、標準報酬の月額の決定または改定に際し、通常の方法により算定することが困難であるとき、または算定結果が
著しく不当となるときに、共済組合が適当と認めた方法で算定することです。
　従来、定時決定においては年間平均額により標準報酬の月額を決定する保険者算定を行うことが可能でしたが、平成30年10月から、
随時改定においても同様の保険者算定を行うことが可能となっています。
　随時改定では、原則として固定的給与の変動月から３カ月間の報酬平均額により標準報酬の月額を改定しますが、左のページの要
件を満たした場合、年間平均額により標準報酬の月額を改定する保険者算定を行うことができます。

１月～６月から改定 その年の８月まで適用（または次の随時改定等まで）
７月～12月から改定 翌年の８月まで適用（または次の随時改定等まで）

＊ 改定が７～９月からの場合、その年の
定時決定は行われません。

3月

2等級以上の差

4月

5月

6月

7月

1カ月目

非固定的給与固定的給与

（4カ月目から  新等級に改定）

3カ月の
平均報酬額に
2等級以上の
差が生じる

2カ月目

3カ月目

従前等級 新等級

平均

（例）４月に固定的給与の変動があった場合の随時改定

１　　随時改定の要件

２　　改定時期と適用期間

３　　随時改定における年間平均額による保険者算定（平成30年10月から）

　標準報酬の月額は、『共済だより』令和６年８月号でご案内させていただき

ましたとおり、原則として「定時決定」により、年１回、毎年９月から新しい額

が決定されます。

　しかし、年の途中で昇給・降給等により報酬の額が著しく変わった場合、

実際に受けている報酬とすでに決定されている標準報酬の月額との間に大き

な隔たりが生じることになります。

　このような隔たりを解消するために、年途中での「随時改定」が行われます。
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７月　260,000円　　35,000円　　295,000円 
８月　260,000円　　60,000円　　320,000円
９月　260,000円　　10,000円　　270,000円

固定的給与 合　計非固定的給与 標準報酬の月額

標準報酬の月額

月平均報酬額

① ７月～９月の固定的給与の平均額と７～９月の非固定
的給与の平均額との合算額

（260,000円＋260,000円＋260,000円）÷3
=260,000円

（35,000円＋60,000円＋10,000円）÷3=35,000円
260,000円＋35,000円=295,000円
標準報酬の月額　300,000円
標準報酬の等級　22等級　－　19等級　－　19等級

②   年間平均額（７月～９月の固定的給与の平均額と、前年
10月～当年９月の非固定的給与の平均額との合算額）

７月～９月の固定的給与の平均額　260,000円
前年10月～当年９月の非固定的給与の平均額　9,000円

※支払基礎日数が17日未満の月は除いて算定します。
年間平均額　269,000円
標準報酬の月額　260,000円
標準報酬の等級　20等級　－　17等級　－　17等級

例年繁忙期のため７月～９月の時間外勤務手当が増える場合、①７月～９月の固定的給与の平均額と７～９月の非固定
的給与の平均額との合算額と、②年間平均額（７月～９月の固定的給与の平均額と前年10月～当年９月の非固定的給与
の平均額との合算額）とを比較

300千円
短　　　　　期　22等級
厚　生　年　金　19等級
退職等年金給付　19等級

260千円
短　　　　　期　20等級
厚　生　年　金　17等級
退職等年金給付　17等級

お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

　随時改定に該当された方には、標準報酬決定・改定通知書を勤務先の共済事務担当課を経由して送付させていただきます（原則と
して、改定月の翌月の送付となります）。
　通知書は、標準報酬の月額の改定を通知するものですので、送付された際に組合員の皆さまにしていただくお手続きはございません。

（２）上記（１）の差が業務の性質上例年発生することが見込まれること
※「今年は多忙な業務に従事していたが来年はわからない」というような場合は該当しません。

（３）現在の標準報酬の月額と年間平均額から算出した標準報酬の月額との間に１等級以上の差があること
（４）年間平均額による保険者算定について、組合員が同意をしていること

※前記P28①の随時改定の要件を満たしていること及び前記P28③の（４）の要件（組合員の同意）を満たしていることも必要です。
※�当該例については、繁忙により７月～９月に受ける報酬が高額である場合を示していますが、閑散により報酬が低額である場合においても、同
様の保険者算定を行うことが可能です。

　標準報酬の月額は、掛金・保険料の算定に用いられるほか、傷病手当金や育児休業手当金などの短期給付や将
来受給する年金の算定にも用いられるため、ご本人が受ける給付にも影響が生じてくるものとなります。

非固定的給与

①＝（A÷3）＋（Ｂ÷3）
AC

BD

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6

昇給（降給）
▼

R6.7 R6.8 R6.9

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9

の平均と の平均の合算額

固定的給与

②＝A÷3＋（Ｂ＋Ｄ）÷12 の平均と の平均の合算額

非固定的給与

AC

BD

昇給（降給）
▼

固定的給与

295,000円

（295,000円＋320,000円＋270,000円）÷3

現在の標準報酬の月額240千円（短期19等級－厚生年金16等級－退職等年金給付16等級）

通常はこの等級で改定

①と②とで２等級の差が生じて
いるため、年間平均額で改定

（短期） （短期）（厚生年金） （厚生年金）（退職等年金給付） （退職等年金給付）

年間平均額による保険者算定が可能となる要件
　次のすべての要件を満たしていることが必要です。
（１）次の①と②との間に２等級以上の差があること

① 昇給（降給）月以後の継続した３カ月の間に受けた固定的給与の月平均額に、同３カ月の間に受けた非固定的給与の月平均額
を加えた額から算出した標準報酬の月額

② 昇給（降給）月以後の継続した３カ月の間に受けた固定的給与の月平均額に、昇給（降給）月前の継続した９カ月と昇給（降給）
月以後の継続した３カ月の間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額から算出した標準報酬の月額（年間平均額から算出
した標準報酬の月額）

※年間平均額による保険者算定は、昇給（降給）による固定的給与変動の場合のみが対象となります。

ご注意ください

４　　標準報酬決定・改定通知書の送付

年間平均額による保険者算定の該当例
７月が固定的給与の変動月（昇給月）
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① ■……第１区
② ■……第２区
③ ■……第３区
④ ■……第４区
⑤ ■……第５区
⑥ ■……第６区
⑦ ■……第７区
⑧ ■……第８区
⑨ ■……第９区

千葉市千葉市

船橋市船橋市

銚子市銚子市

市
川
市

市
川
市

館山市館山市

木更津市木更津市

松戸市松戸市

野田市野田市

香取市香取市

茂原市茂原市

成田市成田市

佐倉市佐倉市

東金市東金市

匝瑳市匝瑳市

旭市旭市

柏市柏市

習志野市習志野市

勝浦市勝浦市

いすみ市いすみ市

市原市市原市

流山市流山市

八千代市八千代市

我孫子市我孫子市

鴨川市鴨川市

南房総市南房総市

鎌ヶ谷市鎌ヶ谷市

君津市君津市

富津市富津市

浦安市浦安市

四街道市四街道市

袖ヶ浦市袖ヶ浦市

八街市八街市

酒
々
井
町

酒
々
井
町

富里市富里市

白井市白井市 印西市印西市

栄町栄町

神崎町神崎町

多古町多古町

東庄町東庄町

大網白里市大網白里市
九十九里町九十九里町

山武市山武市

横芝光町横芝光町

芝山町芝山町

一宮町一宮町
睦沢町睦沢町

長生村長生村

白子町白子町
長柄町長柄町

長南町長南町

大多喜町大多喜町
御宿町御宿町

鋸南町鋸南町

第９区

第８区

第７区

第６区

第５区
第４区 第１区

第２区 第３区

組合会議員選挙組合会議員選挙をを行います行います
任期満了による任期満了による

市町村長が選挙する
議員の選挙区

職員側の組合員が選挙する
議員の選挙区

選挙区 議員
の数 選挙区 議員

の数

第1区 ①の市町� 2人 ①の市町、一部事務組合等 2人

第2区 ②の市 1人 ②の市、一部事務組合 1人

第3区 ③の市 1人 ③の市、一部事務組合 1人

第4区 ④の市 1人 ④の市、一部事務組合 1人

第5区 ⑤の市 1人 ⑤の市 1人

第6区 ⑥の市 1人 ⑥の市、一部事務組合 1人

第7区第7区 ⑦の市町�⑦の市町� 1人1人 ⑦の市町、一部事務組合⑦の市町、一部事務組合 1人1人

第8区第8区 ⑧の市町村⑧の市町村 1人1人 ⑧⑧の市町村、一部事務組合の市町村、一部事務組合 1人1人

第9区第9区 ⑨の市町�⑨の市町� 1人1人 ⑨の市町、一部事務組合⑨の市町、一部事務組合 1人1人

お問い合わせ先  　　　千葉県市町村職員共済組合 総務課総務係（直通）TEL 043（248）1110

　共済組合の事業計画など重要事項を決定する組合会議員の任期（２年間）が、
本年11月30日をもって満了します。これに伴い、新しい組合会議員を選出する
組合会議員選挙が11月14日に行われます。
　この選挙は私たちの代表を選ぶ大切なもので、市町村長である組合員から選挙
される議員10名と市町村長以外（職員側）の組合員から選挙される議員10名、
合わせて20名の議員が選出されます。
　共済制度の充実と発展のため、この組合会議員選挙が民主的に行われますよう、
組合員の皆さまのご協力をお願いいたします。

千葉県市町村職員共済組合組合会
千葉県市町村職員共済組合組合会は、市町村長議員10名
と、職員側議員10名の合わせて20名で構成されています。

表1
表2

組 合 会

選 挙 区

市町村長組合会議員10名
選挙区ごとに市町村長が集
まり互選で選挙

職員側組合会議員10名
選挙区ごとに代議員が集ま
り互選で選挙

代議員を選出�※
市町村、一部事務組合等ご
とに選出

※ 代議員の選出
　令和６年10月８日現在（公告日）の組合員数（市町村長を除く）
に基づき、所属所ごとに組合員100人につき1人の割合で代議員を
互選します（組合員数が200人に満たない所属所にあっては1人）。

◦職員側議員選挙の特例について
　職員側議員であった者で、既に退職している者は、当分の間、
議員となる被選挙権を有することになります。

　組合会は、共済組合の民主的な運営に資するため設置された共済

組合の最高議決機関で、組合の定款、予算、決算、各種事業に関す

る重要事項等を審議、議決する機関として設けられています。

　組合会は、各選挙区から選出された市町村長議員10名、職員側

議員10名の合計20名で構成されています。

　選挙区は�表１�のとおり、県内９区に区割りされており、市町村長

議員、職員側議員それぞれ、�表２�の各区の議員数により選出されます。

　また、職員側の組合員から選ばれる議員については、まず、所属

所ごとに組合員の人数に応じた数の代議員※を選び、その代議員が

選挙区ごとに集まり、互選で選挙します。

　なお、この選挙による組合会議員の任期は、令和６年12月１日か

ら２年間となります。

令和６年
11月14日（木）
実施
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傷害総合保険
保険料はそのままで、

熱中症危険補償特約を
追加しました。 　　

NEW

保険料の口座振替日は
2025年5月27日となります。

重要！②公務員賠償責任保険

住民監査請求　住民訴訟賠償　民事訴訟など　その他の損害賠償請求
万一の場合に備え安心して公務に専念するためにぜひご加入を!!　　

保 険 期 間　2025年４月１日午後４時から１年間

保険料お支払方法　2025年５月27日にご指定口座より控除（年払）

申 込 締 切 日　2024年10月18日（金）

SJ24-06392（作成日：2024年8月21日）

　このページは概要を説明したものです。詳しくは配布済のパンフレットをご参照ください。パンフレットがお手元にない
場合やご不明な点がある場合は、上記取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

①傷害総合保険・所得補償保険・
団体長期障害所得補償保険
保 険 期 間　2025年２月１日午後４時から１年間

保険料お支払方法　2025年２月から給与控除（月払）

申 込 締 切 日　2024年10月18日（金）

  さらに最長60歳まで収入をサポート！さらに最長60歳まで収入をサポート！

◦◦団体長期障害所得補償保険団体長期障害所得補償保険

申 込 み 受 付 中 ！

 ケガの補償もケガ以外の補償も充実！ ケガの補償もケガ以外の補償も充実！

◦◦傷害総合保険傷害総合保険 ※ ファミリータイプやゴルファータイプなど様々なタイプを
ご用意しております。

 病気やケガで働けないときの収入を最長1年間サポート！ 病気やケガで働けないときの収入を最長1年間サポート！

◦◦所得補償保険所得補償保険 ※ 入院中だけでなく医師の指示に
よる自宅療養中も対象です。

千葉県市町村職員共済組合保 険 契 約 者

今回新規でお申込みの方、契約内容を変更される方は加入依頼書を各所属所共済事務担当課へご提出
ください。提出のない方は現在と同じ型で継続となります。申 込 方 法

有限会社ちば共栄サービス
〒260-8502　千葉市中央区中央港1-13-3
電話 043（248）1536（受付時間：平日の午前9時から午後4時まで）取 扱 代 理 店

損害保険ジャパン株式会社
千葉支店法人支社

〒260-0026　千葉市中央区千葉港8-4　損保ジャパン千葉ビル７階
電話 043（243）3086（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）引受保険会社

「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（2017年4月施行）」が改正され、
2022年7月1日から自転車利用者は、自転車事故の賠償に備えた保険の加入が義務化されました。
自転車事故によるケガや賠償への備えなら傷害総合保険にご加入ください！

自 転 車 事 故の賠 償に備 え た 保 険に加 入していますか？

36%割引
団体割引20%
優良割引20%（ ）

傷害総合保険、
所得補償保険は

20%割引
団体長期障害
所得補償保険は

（団体割引20%）
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〒260-8502 千葉市中央区中央港1-13-3
千葉県市町村職員共済組合 福祉課厚生係
TEL 043（248）1114（福祉課厚生係直通）

　共済組合では、毎月1回、税務・法律
に関する相談室（無料）を開設していま
す。開始時刻は原則として午前中で、申
込受付順となります。
　相談をご希望の方は、各所属所の共
済事務担当課に備え付けの ｢相談申込
書｣または任意の書式に必要事項（下記）
をご記入のうえ、開設日の15日前まで（必
着）に下記宛てへ親展でご送付ください。
※以降のお申し込みは、次回の相談日になり

ますので、ご了承ください。
※相談内容はできるだけ詳しくご記入ください。

法　律
相談室

弁護士 河邉  義範（かわべ よしのり）

11月13日（水）、12月11日（水）

税　務
相談室

税理士 青木  幸弘（あおき ゆきひろ）

11月12日（火）、12月10日（火）

11月・12月11月・12月のの相談室開設日相談室開設日

税務・法律相談お申し込み・お問い合わせ先

　臨床心理士を中心とした専門職が、あ
なたのお悩みに親身にお応えします。ご
相談は当組合専用の電話・面談または
WEBにより対応しております。また、守
秘義務に則りプライバシーの保護を厳守し
ておりますので、安心してご相談ください。

税務・法律相談税務・法律相談ののご案内ご案内 メンタルヘルス相談室

こんなとき、すぐにご相談ください

◦将来に不安を感じ気分が落ち込んでいる。
◦職場の人間関係で悩んでいる。
◦ストレスによる無気力や不眠に悩まされている。
◦子どもが学校に行きたがらない。
◦家族の病気のことで悩んでいる。
◦配偶者との関係がうまくいかない。

※携帯電話からもご利用いただけます。
0120（765）232

•月曜日～金曜日 9:00～21:00
•土曜日 10:00～18:00
　（日・祝日、1月1日～3日は休み）

電話カウンセリング
面接カウンセリング予約受付

◦南総地区
検査医療機関名 変更前 変更後 一覧掲載ページ

いすみ
医療センター

前立腺�3,120円 前立腺 3,800円
P14

子宮頚部�3,740円 子宮頚部 3,520円

人間ドック検査医療機関一覧について、下記のとおり変更となりますのでお知らせ
いたします。変更年月日は、令和６年４月１日です。

人間ドック契約内容変更のお知らせ

共済組合からのお知らせ

特約店情報変更のお知らせ

◦特約店名等の変更がありました
特約店名（特約店№） 本社住所 電話番号

新 ホンダモビリティ南関東（091）東京都世田谷区新町2-19-2 TEL 03（5450）7300
旧 ホンダカーズ千葉（091） 千葉市中央区南町2-19-15 TEL�043（265）0005

※�合併による特約店名の変更です。また、合併によって埼玉県・東京都・神奈川県の営
業所153店が追加されております。詳細は、共済組合のホームページをご覧ください。

◦営業所の廃止がありました
特約店名（特約店№） 営業所名（営業所№） 営業所住所
ファミリー（066） フィアット/アバルト習志野（006） 船橋市習志野台4-81-14
ファミリー（066） プジョー市川（025） 市川市鬼高3-17-8
ファミリー（066） ジープ船橋（026） 船橋市本郷町478-1

閲
覧
方
法

1�当組合ホームページのトップ画面にある、「ライ
フプランステーション」のバナーをクリックする。
2�ログイン画面が表示されたら、下記のＩD・パス
ワードを入力する。

パスワード cssk-l ife ＩD kumiai

令和６年度第１回施設運営検討委員会について
　去る７月22日に、令和６年度第１回施設運営検討委員会が開催され、那須の森ヴィレッジの今後の運営等につい

て検討がなされました。なお、会議録については当組合ホームページ中、「組合のご案内」ページ内の、「施設運営

検討委員会会議録」に掲載しております。

①団 体 数　市････････････････････ 37
　　　　　　町村･･････････････････ 17
　　　　　　一部事務組合等････････ 47
　　　　　　計･･･････････････････101

②組合員数　男･･････････････37,315人
　　　　　　女･････････････  40,546人
　　　　　　計･･････････････77,861人

③被扶養者数  ･･･････････････45,960人

④任意継続組合員数･･･････････ 1,440人

組合の概況（令和６年８月末現在）

給付金送金日のご案内
～お気軽にご相談ください～

10月は11月分の掛金、11月は12月分の掛金の払込
月です。月内に必ず納入されますようお願いします。
また、口座振替の方は10月分の振替日が9月26日、
11月分の振替日が10月26日となりますので、残高不
足とならないよう、残高の確認をお願いします。

10月28日（月）、11月28日（木）、12月26日（木）
※給付金請求書の締切日については、各担当課へお問

い合わせください。

※払戻・解約請求書の締切日は、組合員の方について
は各所属所により異なりますので、お勤め先の共済事
務担当課へお問い合わせください。
任意継続組合員の方については、払戻月の10日（12月
は7日）（土・日・祝日の場合は直前の開庁日）までに
共済組合に必着です。
10月1日現在の利率は1.9%（税引き後1.514015%）です。

10月28日（月）、11月28日（木）、12月26日（木）

任意継続組合員の皆さまへ 必 要 事 項

共済貯金の払戻日のご案内

❶所属所名及び
　所属部署名
❷組合員氏名
❸組合員証記号・番号
❹自宅住所

❺自宅電話番号
❻勤務先電話番号
❼日中、連絡の
　とれる電話番号
❽相談希望日
❾相談内容

総務課総務係（直通） TEL 043（248）1110お問い
合わせ先

ライフプランステーションを
ご利用ください！
　当組合のホームページに組合
員の皆さまのライフプランに役
立つサイト「ライフプランステー
ション」を掲載しておりますの
で、ぜひご活用ください。

※�「ライフプランステーション」を閲覧するには、下記の
ID・パスワードが必要となります。
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当組合ホームページのトップ画面にある
「みんなの家庭の医学」のバナー、もしくは
https://kateinoigaku.jp/からアクセスして
ください。

　 WEB相談

団体コード（保険者番号）：32120412



お問い合わせ先 

　

　千葉県市町村職員互助会　TEL 043（248）1134

〈契約葬儀会社〉
会　社　名 お問い合わせ先

SOUセレモニー株式会社（博全社） 0120（444）999
SOUセレモニー株式会社（アスカ） 0120（425）055
セクト株式会社 0120（00）5564
株式会社ライフクリエイト（ライフケア） 0120（79）0983
株式会社ユニクエスト（小さなお葬式） 0120（968）297
※�対象商品等については各葬儀会社により異なりますので、直接お問い合
わせください。

※�令和６年10月１日から「株式会社ユニクエスト（小さなお葬式）」が契約
葬儀会社に追加されましたのでお知らせします。

　会員の皆さまやそのご家族に万一のことがあった際に右記の契
約葬儀会社を利用した場合、対象商品が一般価格より割引となり
ます。
　割引の適用を受けるには、必ずご葬儀の申込み時に「共済組合
員証」または「互助会会員証」の提示等により、当互助会の会員
であることを申し出てください。

※�葬儀執行後の申し出や証の提示等がなかった場合、さかのぼっ

て割引を適用することはできませんのでご注意ください。

　今年度の更新手続期間中（６月28日迄）にお申し込みいただいたサポート保険等の加入・変更・脱退等の内容
については、令和６年10月１日から効力が発生し、１年間の契約となります（以降、お手続きをされないかぎり
１年毎に自動更新）。
　９月下旬～10月上旬に配付しました「2024年度ご加入の通知」は、令和６年10月１日からの加入内容を確認
できる書類ですので、１年間大切に保管してください。
※各制度の詳細等については、パンフレット（「サポート保険等総合ガイドブック」）でご確認いただけます。
　パンフレットをお持ちでない場合は、サポート保険WEBサイトからデジタルパンフレットを閲覧できますのでご活用ください。

　新規加入・変更・脱退ともに、お申込みは毎年度1回の更
新手続期間（5月～6月頃）のみ受付けておりますので、次
回更新手続期間に向けてご検討をお願いいたします（退職に
伴う脱退を除く）。

　なお、死亡保険金の受取人及び指定代理請求者の変更につ
きましては随時承りますので、変更をご希望の場合はお勤め
先のサポート保険等事務担当課（退職者の方は（株）日本共
同システム）を通じてお手続きください。

サポート保険等に

関するお問い合わせ先

引受会社：明治安田生命保険相互会社（事務幹事）
公法人第二部法人営業第一部�TEL�03（5289）7146

〈サポート保険Webサイト〉http://www.group-welfare-my.jp/support-hoken/
＊千葉県市町村職員共済組合ホームページからもアクセスできます。

千葉県市町村職員互助会千葉県市町村職員互助会からのからの

～契約内容が更新されます～❶ サポート保険等

～万一の際にお役立てください～❷ 葬儀費用の割引について

お 知 ら せ

　サポート保険等は団体保険のため、請求手続きはお勤め先を通して行っていただ
きます。
　請求する保険の種類等により必要書類が異なりますので、請求事由が生じました
ら、すみやかにお勤め先のサポート保険等事務担当課にお問い合わせください。
　なお、「傷害保険」または「サポートプラス（損保部分）」を請求するときは、
ご自身でWEBによる事故連絡（下の二次元コードよりアクセスできま
す）または『事故連絡票』を互助会へFAXにて提出してください。

千葉県市町村職員共済組合のホームページよりアクセスできます。

　退職者の方については、（株）日本共同
システムがお手続きの窓口になります。
　請求する保険の種類等により必要書類
が異なりますので、請求事由が生じました
ら、すみやかにお問い合わせください。

●お問い合わせ先
フリーダイヤル�0120-129-128

（9：00～17：00 ※土日祝も開設）

現職者の方 退職者の方

Q 保険金や給付金はどのように請求するのですか？

Q 加入内容の変更はできますか？

ちば共済だより　2024.10　No.57833



2024.10　No.578 　ちば共済だより 34



全国共済施設案内「神奈川県」
神奈川県市町村職員共済組合

※千葉県市町村職員共済組合の組合員及びその被扶養者の方が「湯河原温泉 ちとせ」に宿泊される場合、
契約施設利用券（助成券）を利用するとお１人につき2,500円の控除が受けられます。

湯河原の良質な温泉を
十和田石を使った石の風呂と
癒し効果のある檜の風呂で
ゆったりとお愉しみください。

Spa

浴槽には肌に優しい十和田石を使用したお風呂。
露天風呂も備わった落ち着きのあるお風呂です。
ドライサウナを併設しています。

香りの良いひのきを使用したお風呂。木に包まれた
ぬくもりのある雰囲気を満喫できます。
ミストサウナを併設しています。

Guest Room

洋室 和室

特別室 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾙｰﾑ

全室バルコニー付きの客室は湯河原の山並みが一望でき、
季節の風を感じゆったりとくつろいでいただけます。

Dining

椿コース一例
旬の食材を使ったこだわり料理をご堪能ください。

梅梅ココーースス １１３３，，００９９７７円円～～

桜桜ココーースス １１４４，，９９１１２２円円 ～～

椿椿ココーースス ２２００，，３３５５７７円円～～

11泊泊22食食料料金金（（税税・・ササ・・入入湯湯税税込込））

神神奈奈川川県県市市町町村村職職員員共共済済組組合合保保養養所所

湯湯河河原原温温泉泉 ちちととせせ

００４４６６５５－－６６３３－－００１１２２１１
〒〒225599--00331144 神神奈奈川川県県足足柄柄下下郡郡湯湯河河原原町町宮宮上上228811番番11

hhttttppss::////wwwwww..yyuuggaawwaarraa--cchhiittoossee..jjpp//

ごご予予約約

おお問問いい合合わわせせ

湯河原の良質な温泉を
十和田石を使った石の風呂と
癒し効果のある檜の風呂で
ゆったりとお愉しみください。

Spa

浴槽には肌に優しい十和田石を使用したお風呂。
露天風呂も備わった落ち着きのあるお風呂です。
ドライサウナを併設しています。

香りの良いひのきを使用したお風呂。木に包まれた
ぬくもりのある雰囲気を満喫できます。
ミストサウナを併設しています。

Guest Room

洋室 和室

特別室 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾙｰﾑ

全室バルコニー付きの客室は湯河原の山並みが一望でき、
季節の風を感じゆったりとくつろいでいただけます。

Dining

椿コース一例
旬の食材を使ったこだわり料理をご堪能ください。

梅梅ココーースス １１３３，，００９９７７円円～～

桜桜ココーースス １１４４，，９９１１２２円円 ～～

椿椿ココーースス ２２００，，３３５５７７円円～～

11泊泊22食食料料金金（（税税・・ササ・・入入湯湯税税込込））

神神奈奈川川県県市市町町村村職職員員共共済済組組合合保保養養所所

湯湯河河原原温温泉泉 ちちととせせ

００４４６６５５－－６６３３－－００１１２２１１
〒〒225599--00331144 神神奈奈川川県県足足柄柄下下郡郡湯湯河河原原町町宮宮上上228811番番11

hhttttppss::////wwwwww..yyuuggaawwaarraa--cchhiittoossee..jjpp//

ごご予予約約

おお問問いい合合わわせせ

※「宮上会館」→「宮上」
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令和6年　10月 11月 12月
1 日㈫ 　2 日㈬　22 日㈫ 　23 日㈬ 4 日㈪　5 日㈫　6 日㈬　26 日㈫　27 日㈬ 10 日㈫　11 日㈬　16 日㈪　17 日㈫　18 日㈬

令和7年　1月 2月 3月
7 日㈫　8 日㈬　28 日㈫　29 日㈬ 4 日㈫　5 日㈬　6 日㈭ 10 日㈪　11 日㈫　25 日㈫　26 日㈬

つうしん

⃝黒潮荘休館日

令和6年10月 1 日（火）～令和6年10月 1 日（火）～
　　　　 11月30日（土）まで　　　　 11月30日（土）まで

〈イメージ〉〈イメージ〉 〈イメージ〉〈イメージ〉

の宿泊プラン
のご案内

期 間

黒潮荘感謝祭

この機会に
黒潮荘へ
GOGO!!

10月限定
　４月に開催し大好評をいただきました、黒潮荘感謝祭が内容をその　４月に開催し大好評をいただきました、黒潮荘感謝祭が内容をその
ままに早くも再登場。ままに早くも再登場。
　今回も　今回も通常 7,800円通常 7,800円のなぎさコースがのなぎさコースが6,500円6,500円※

（休前日は＋1,210（休前日は＋1,210
円）、さらに、次回ご利用いただけるお得な５％割引券（円）、さらに、次回ご利用いただけるお得な５％割引券（※※）もお渡し）もお渡し
いたします。いたします。
　新規に組合員になられた方、黒潮荘をまだ利用したことのない方か　新規に組合員になられた方、黒潮荘をまだ利用したことのない方か
ら常連の方々まで、この機会に、黒潮荘をぜひご利用ください。ら常連の方々まで、この機会に、黒潮荘をぜひご利用ください。
※※各種割引、助成金控除後の金額から５％割引になります。各種割引、助成金控除後の金額から５％割引になります。

大好評開催中 期間：令和 6 年 10 月 1 日（火）～
　　　　　　　 10 月31 日（木）まで秋

秋刀魚の漬け焼きや秋野菜の天ぷら、
キノコの鍋など秋の食材をふんだんに
使用したお料理をお召し上がりいただけます。

なぎさコース

お一人様　6,800円※

ご夕食は料理長おまかせとなり、料理内容が異なるため、写真は一例です。
詳細につきましては、黒潮荘にお問い合わせください。

期間：令和6年11月の月曜日～木曜日

料理長

1日 11名様限定！

〈イメージ〉〈イメージ〉

おまかせ
メニュープラン

黒潮山海コース
秋鮭のソテーやキノコがたっぷり
入った牛すき煮など秋の味覚を贅沢に
使用した料理長厳選コース。

お一人様　
１泊２食付

9,800円※

お一人様　
泊２食付

7,800円※
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2 毎月抽選で当たる！ 豪華賞品プレゼント!
宿泊時に応募券を配付いたします。各施設毎月抽選で2名様に「かも・なす」の地元高級食材をプレゼント！

3 鴨川名産の鯛せんべいプレゼント！
長く地元で愛されている鴨川名産の鯛せんべいをプレゼントいたします！　※１組につき１箱をプレゼントさせていただきます。 黒潮荘限定

1
かもなすスタンプラリーで、宿泊割引券をプレゼント！
宿泊1泊につきスタンプを1つ押させていただきます。両施設のスタンプが揃うと、2,000円分の宿泊割引券をプレゼント！　両施設利用してスタンプを
4個集めると、更に5,000円分の宿泊割引券をプレゼント！
※スタンプカードは1組につき1枚とさせていただきます。

11月2811月28日日（木）まで（木）まで実施
期間なす

のお知らせ

かも キャンペーンＷＷ
（（那須の森ヴィレッジ那須の森ヴィレッジ））

（鴨川黒潮荘）（鴨川黒潮荘）

黒潮荘・那須の森ヴィレッジ２施設合同キャンペーンを開催します！組合員の皆さまにお得
な特典をご用意いたしました。皆さまのお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております！

※那須の森ヴィレッジは開設期間に準拠※那須の森ヴィレッジは開設期間に準拠

黒潮荘最新情報や館内でのイベント情報や空室情報等を随時更新しております
ので、気になった方はフォローして「いいね！」してください！

Facebookでも最新情報更新中！ InstaInstaggramram
もやっています！もやっています！
Instagramは支援や関与をしていません。Instagramは支援や関与をしていません。

令和6年12月 1 日（日）～令和6年12月 1 日（日）～
令和7年 2月28日（金）まで令和7年 2月28日（金）まで

の宿泊プラン
のご案内

期 間

お一人様　
１泊２食付　

7,800円※

お一人様　
１泊２食付　

9,800円※

なぎさコース 黒潮山海コース

〈イメージ〉〈イメージ〉

アニバーサリープランアニバーサリープランの紹介の紹介

「ケーキ」または「フラワーバスケット」をお選びいただき「記念写真」もプレゼント
思い出に残る旅をお探しならアニバーサリープランをどうぞ。

その他、さまざまな行事でのご利用、ひとときの演出をサポートいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。
※詳細については、HPまたは黒潮荘にお問い合わせください。

誕生日や還暦・定年・入学・快気祝いなど＂おめでとう＂や＂ごくろうさま＂の気持ちとともに、
記念旅行のお手伝いをさせていただきます。

★年末年始期間（令和６年12月29日から令和７年１月３日）は、上記料金と異なります。詳細は黒潮荘にお問い合わせください。
※１泊２食、税・サ込み、助成金控除後の料金です。　※仕入れ状況により内容が変わる場合もございます。　※休前日は＋１，２１０円（税込）でご利用いただけます。
　※ご利用前１０日からは、キャンセル料が発生します。　※助成金控除によって、ご料金が異なる場合がございます。

〈イメージ〉〈イメージ〉

ワカサギの南蛮漬けや大ぶりの牡蠣フライな
ど冬の味覚を味わえます。また、鮑の踊り焼
きか鮑の酒蒸しをお選びいただけます。

新鮮なお刺身や
身も心も温まるお鍋など
お召し上がりいただけます。
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千葉県市町村職員共済組合保養所

 黒潮荘 検索 ⬅

ご予約・お問い合わせ
Tel. 04（7092）2205
〒 296-0004　千葉県鴨川市貝渚 2565　
　　　　　　　　Fax 04（7093）1213



Okura Chiba Hotel News October 2024 オークラ千葉ホテルニュース～これまでも  これからも  皆様と共に～

キ
リ
ト
リ
線

レストラン「セブンシーズ」 組合員様限定クーポン
※上記 表記のあるプランのみ割引対象とさせていただきます。
※組合員様がご一括でお会計いただきました場合、ご一緒の皆様全員を同様の割引対象とさせていただきます。
※ご予約の際に、本券ご利用の旨をお申し出ください。 ※ご注文の際に、組合員証と本券を必ずご提示ください。
※他の割引券等の併用はお受けいたしかねます。

キ
リ
ト
リ
線

ディナーブッフェ

キ
リ
ト
リ
線

秋の
グラタンフェア

ディナー
タイム

会員にご登録ください！
One Harmony にご入会のお客様は、レストランのご利用料金
から10％割引いたします（クーポンとの併用はいただけま
せん）。下図 QR コード、もしくは当ホテルのフロントカウン
ターなどでご入会いただけます。

「　　　　　　　　　　　」

お問い合わせ TEL 043（248）1111（フロント）

ランチ
タイム

※すべてのメニューは入荷状況により、食材が変更となる場合がございます。※すべてお一人様料金です。　※クーポンのご利用はページ下部のクーポンをご持参ください。

10 月12・26 日、11 月16・30 日10 月12・26 日、11 月16・30 日

～ 12 月15 日㈰～ 12 月15 日㈰

ディナーブッフェディナーブッフェ

秋のグラタンフェア秋のグラタンフェア

大　人　4,500 円大　人　4,500 円（一般 5,200 円）（一般 5,200 円）
シニア　4,000 円シニア　4,000 円（一般 4,700 円）（一般 4,700 円）

大　人　1,900 円大　人　1,900 円（一般 2,600 円）（一般 2,600 円）

一般料金より

700円
OFF!!

一般料金より

700円
OFF!!

組合員様特別料金 組合員様特別料金

お子様の健やかな成長を祝う、日本古来よりお子様の健やかな成長を祝う、日本古来より
伝わる風習「七五三」。伝わる風習「七五三」。
ご家族で季節にあわせたお料理を囲み、ご家族で季節にあわせたお料理を囲み、
和やかなひとときをお過ごしください。和やかなひとときをお過ごしください。

・お子様用プチギフト・お子様用プチギフト
・お子様衣裳レンタル 40％割引・お子様衣裳レンタル 40％割引
・お子様美容着付 15％割引・お子様美容着付 15％割引
・20名様以上の乗車でバスご利用料金を90％助成・20名様以上の乗車でバスご利用料金を90％助成

　（上限 120,000円）　（上限 120,000円）

11月 11月10月 10月

大　人

4,500円
（一般 5,200 円） 大　人

1,900円
（一般 2,600 円）

シニア

4,000円
（一般 4,700 円）

有効期限：10月1日㈫～
　　　　　11月29日㈮の平日

有効期限：10月12・26日、
　　　　　11月16・30日

詳しくはホテル HP をご覧いただくか、直接ホテルまでお問い合わせください。
お問い合わせ・ご予約 セールス課 TEL043（248）1121　平日 9：00 ～ 18：30　土日祝 9：00 ～ 17：00

お問い合わせ・ご予約 レストラン「セブンシーズ」TEL043（248）1128　朝食タイム 7：00 ～ 9：30 ランチタイム 11：30 ～ 14：00 ディナータイム 17：00 ～ 20：30

オークラ千葉ホテルのオークラ千葉ホテルの七五三七五三

組合員様七五三プランご利用特典組合員様七五三プランご利用特典

組合員様特別料金組合員様特別料金

組合員様特別料金組合員様特別料金

小学生　2,300 円　4 歳以上の幼児　1,300 円小学生　2,300 円　4 歳以上の幼児　1,300 円

小学生　1,600 円　4 歳以上の幼児　1,000 円小学生　1,600 円　4 歳以上の幼児　1,000 円

10 月1 日㈫～11 月29 日㈮の平日ランチタイム10 月1 日㈫～11 月29 日㈮の平日ランチタイム

〈イメージ〉〈イメージ〉

〈イメージ〉〈イメージ〉

〈イメージ〉〈イメージ〉

クーポン

アツアツの料理が恋しくなる季節到来！アツアツの料理が恋しくなる季節到来！
“ 王道マカロニグラタン ” やフランスの母の味 “ アッシェ・“ 王道マカロニグラタン ” やフランスの母の味 “ アッシェ・
パルマンティエ ” などのグラタンと、前菜やデザートが付いパルマンティエ ” などのグラタンと、前菜やデザートが付い
たランチブッフェで冬仕度しませんか。たランチブッフェで冬仕度しませんか。

クーポン

洋洋

ID   okura 　パスワード  chiba
組合員様だけがご利用いただける専用ページからのご予約等で、おトクがいっぱい！
オークラ千葉ホテル　検索 CLICK! 千葉県市町村職員共済組合

組合員の皆様へ
CLICK!
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〒 260-0024 千葉市中央区中央港 1-13-3　https://www.okura-chiba.com
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